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イ
ズ

$
初
心
者
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
の
方
ま
で
道
路
法
令
の
理
解
を
深
め
よ
う
$

こ
の
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
道
路
管
理
に
関
係

そ
の
内
容
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
基
本
的
な
も
の
か
ら
、
少
し
マ
ニ
ア
ッ

す
る
部
署
に
い
る
方
々
の
み
な
ら
ず
、
日
頃
道
路
に
携
わ
る
多
く
の
方
々
が

ク
な
も
の
ま
で
幅
広
く
準
備
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
当
課
に
問
い
合
わ
せ

ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
こ
の
道
何
十
年
の

の
あ
っ
た
課
題
に
つ
い
て
抽
出
し
、
問
題
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
つ
一
つ

も
、
今
年
初
め
て
道
路
管
理
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
方
々
も
い
ら
っ
し

が
、
何
ら
か
の
形
で
お
役
に
立
て
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

ゃ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

た
、
ク
イ
ズ
の
途
中
で
、
コ
ラ
ム
を
設
け
、
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
道
路

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
従
来
、
我
々
と
し
て
は
、
道
路
に
関
係
す
る
法

法
制
の
歴
史
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま
す
。
道
路
法
制
の
奥
深
さ
を
少
し
で

市
が
改
正
さ
れ
る
都
度
、
そ
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
簡
易
に
解
説
し
、
ま
た
、

も
伝
え
ら
れ
れ
ば
と
思
い
掲
載
し
ま
し
た
。

日
頃
、
問
い
合
わ
せ
を
受
け
て
い
る
道
路
の
関
係
す
る
法
令
の
諸
問
題
に
つ

そ
れ
で
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
皆
さ
ん
も
、
道
路
初
心
者
の
み
な
さ
ん
も
、
楽

い
て
、
道
路
法
Q
&
A
と
い
う
形
式
で
取
り
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

し
み
な
が
ら
、
回
答
し
て
み
て
下
さ
い
。

ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
こ
の
道
何
十
年
の

方
も
、
今
年
初
め
て
道
路
管
理
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
方
々
も
い
ら
っ
し

ゃ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
従
来
、
我
々
と
し
て
は
、
道
路
に
関
係
す
る
法

令
が
改
正
さ
れ
る
都
度
、
そ
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
簡
易
に
解
説
し
、
ま
た
、

日
頃
、
問
い
合
わ
せ
を
受
け
て
い
る
道
路
の
関
係
す
る
法
令
の
諸
問
題
に
つ

い
て
、
道
路
法
Q
&
A
と
い
う
形
式
で
取
り
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
回
、
読
者
各
層
に
対
し
、
道
路
法
を
は
じ
め
と
す
る
道
路
に
関
係
す
る

法
令
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
親
し
み
を
も
っ
て
も

ら
い
、
さ
ら
に
積
極
的
に
日
頃
の
道
路
行
政
に
活
か
し
て
も
ら
う
た
め
に
は

ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
を
検
討
し
、
そ
れ
で
は
、
世
代
の
別
な
く
、
楽
し
め

る
ク
イ
ズ
方
式
だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
案
し
ま
し
た
。

(答
と
解
説
は
一
番
最
後
に
付
け
て
い
ま
す
。)



へ基
礎
問
題
〉

Q
1

次
の
う
ち
、
道
路
法
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
?

①

道
路
網
の
整
備
を
図
る
た
め
、
道
路
に
関
し
て
、
一
定
の
事
項
を

定
め
、
も
っ
て
道
路
の
交
通
に
起
因
す
る
障
害
の
防
止
に
資
す
る
こ

1と
0

②

道
路
網
の
整
備
を
図
る
た
め
、
道
路
に
関
し
て
、
一
定
の
事
項
を

定
め
、
も
っ
て
交
通
の
発
達
に
寄
与
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る

こ
シ
ー0

③

道
路
の
整
備
を
図
る
た
め
、
道
路
に
関
し
て
、
一
定
の
事
項
を
定

め
、も
っ
て
道
路
の
交
通
に
起
因
す
る
障
害
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
。

Q
a

次
の
う
ち
道
路
法
上
の

｢道
路
｣
の
定
義
に
含
ま
れ
る
も
の
は
ど
れ

か
?

①

ト
ン
ネ
ル

②

電
線
共
同
溝

③

①
と
②
の
両
方

Q
3

次
の
う
ち
道
路
法
上
の
道
路
で
な
い
も
の
は
ど
れ
が
?

①

一
般
自
動
車
道

②

高
速
自
動
車
国
道

③

市
町
村
道

②

改
築

③

そ
の
他
の
管
理

Q
5

次
の
う
ち
、
｢維
持
｣
の
管
理
形
態

に
当
た
ら
な
い
と
道
路
法
上
解
釈
さ
れ

る
も
の
は
ど
れ
か
?

①

草
む
し
り

茜　

　

②

路
面
の
穴
埋
め
の
た
め
の
再
舗
装

醸
蝋

,

　
　　

③

砂
利
の
補
充

づ

‘

Q
6

道
路
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
で
は
、

一
定
の
N
P
0
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
等
が
道
路
を
占
用
し
て
物
件
等
を
設
け
る
場
合
、

物
件
等
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
占
用
許
可
基
準
の
う
ち
の
｢無
余
地
性

の
基
準
｣
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
次
の
中
で
、
｢無
余
地
性

の
基
準
｣
の
緩
和
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
は
次
の
う
ち
ど
れ
か
?

①

並
木

②

花
壇

③

パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー

Q
4

既
設
の
道
路
の
バ
イ
パ
ス
の
新
築
工
事
は
、

一
般
的
に
、
次
の
う
ち

ど
の
道
路
法
上
の
管
理
形
態
に
入
る
が
?

①

新
設

Q
ッ

例
え
ば
、
道
路
法
第
四
十
三
条
や
道
路
法
九
十
九
条
で
は
、
｢｢
み

だ
り
に
｣
道
路
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
!
･｣
な
い
し
、
｢
｢
み
だ
り
に
｣

道
路
を
損
壊
し
･･心
と
あ
る
が
、
こ
の

｢み
だ
り
に
｣
の
意
味
の
う
ち

最
も
適
切
な
も
の
は
次
の
う
ち
ど
れ
か
?

①

正
当
な
又
は
合
理
的
な
理
由
無
く

②

み
だ
ら
な
行
為
に
よ
り



③

道
路
管
理
者
の
承
認
無
く

Q
8

道
路
管
理
者
は
、
道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
七
に
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
区
域
外
に
あ
る
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
確
保
の
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

一
定
の
工
作
物
や
施
設
に
つ
い
て

も
、
当
該
工
作
物
の
所
有
者
等
と
協
議
し
、
当
該
工
作
物
を
管
理
で
き

る
が
、
こ
の
特
例
の
対
象
と
な
る
工
作
物
又
は
施
設
は
次
の
う
ち
ど
れ

か
7

①

通
路

②

時
計
台

③

公
衆
電
話

Q
9

次
の
う
ち
、
路
線
の
認
定
の
公
示
に
つ
い
て
の
規
定
が
道
路
法
に
な

い
も
の
は
ど
れ
か
?

①

一
般
国
道

②

都
道
府
県
道

③

市
町
村
道

Q
10

次
の
う
ち
、

一
般
国
道
の
管
理
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は

い
ず
れ
か
?

①

高
速
道
路
株
式
会
社

②

村

③

国
土
交
通
省
道
路
局
路
政
課
課
長

Q
m

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
道
路
法
第
十
二
条
で
あ
る
が
、
(

)
の

組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
?

｢国
道
の
新
設
又
は

(

)
は
、
(

)
が
行
う
。
た
だ
し
、

工
事
の
規
模
が
小
で
あ
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
に

よ
り
都
道
府
県
が
そ
の
工
事
を
施
工
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
工
事
に
か
か
る
路
線
の
部
分
に
存
す

る

(

)
が
行
う
。｣

①

改
築
、
国
、
市
町
村

②

改
設
、
国
、
都
道
府
県

③

改
築
、
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県

Q
健

次
の
う
ち
、
道
路
と
相
互
に
効
用
を
兼
ね
る
こ
と
に
よ
り

｢兼
用
工

作
物
｣
と
な
り
え
な
い
も
の
は
ど
れ
か
?

　　　　
ります。

政府の役人にのみ使用が許されました。
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の
さ

、
中
と
れ

の
し
し
の
の
道
模
な

0

0
に
き
ご

、
役
制
を

の

本
に
り

、
と
さ
軍
ま
う
在
も
な
規
的
た
す
ら
べ
駅
し
の
令
制
た

目
代
よ
り
こ
促
討
れ
そ
現
う
要
の
期
し
ま
さ
う

、
か
府
律
法

っ

㈱鞠

時

に
よ
る
が
征
ら

は
い
重
良
定
ま
り

い
れ
し
政

の
い



Q
螂

A
市
に
あ
る
道
路
に
つ
い
て
、
B
市
長
が

｢区
域
外
道
路
｣
と
し
て

路
線
認
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
場
合
、
A
市
長
の
承
諾
以
外
に
必
要

な
手
続
き
は
ど
れ
か
?

①

国
土
交
通
大
臣
の
認
可

②

A
市
.
B
市
が
所
属
す
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可

③ ② ①

A A 国
市 市 土
議 ･ 交
会 B 通
の 市 大
承 が 臣
　　 　

寵
③ ② ①

Q
同

市
町
村
は
、
市
町
村
道
以
外
の
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
歩
行
者
の

通
行
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
道
路
の
改
築
の
事
業
の
う
ち
一定
の
も

の
を
行
う
こ
と
を
要
請
で
き
る
が
、
要
請
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
事
業

は
次
の
う
ち
ど
れ
か
?

①

道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
転
車
駐
車
場
の
道
路
上
に
お
け
る
設
置

②

ス
マ
ー
ト
I
C
の
設
置

③

横
断
歩
道
橋
の
設
置

の通
畿

③ ② ① 道

Q
隧

次
の
う
ち
、
道
路
の
占
用
を
禁
止
又
は
制
限
で
き
る
場
合
と
し
て
、

①

幅
員
が
著
し
く
狭
い
道
路

②

交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
す
る
道
路

③

こ
う
配
が
著
し
く
急
な
道
路

路
法
上
特
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
ど
れ
か
?

②

自
動
販
売
機

③ ② ①

ダ 目 堤
ム 動 防
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Q
1 6

次
の
文
章
の

(

③ ② ① 定 そ ｢
能

｢国
道
の
路
線
と
市
町
村
道
の
路
線
と
が
重
複
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
重
複
す
る
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
(

)
に
関
す
る
規

②

都
道
府
県
道

が
市 都 国 適
町 道 道 用
村 府 さ
道 県 れ

　 　

に

分
も
の

壤

中世に入ると、律令制度の形骸化に伴いそれまで発達してきた交通
制度も崩壊してしまいました。 政治の中心が鎌倉に移ったことに伴い
関東の道路が改良されたこと以外には、 とりたてた発展はなく、 むし
ろ後退してしまった地域の方が多かったようです。
戦国時代になると道路の荒廃はなお一段と進みましたが、織田信長

が出現すると状況は変わります。信長は、四人の道奉行を置き、道路
の改良、

.交通制度の確立の任に就かせ、 道路の整備に注力しました。
注目すべきは、 道路の幅員が定められたことで、 東海道は 6 ,4 m、 そ
の他の主要な道路は 5.5 m とされました。 また ｢一里塚｣ の制度が開
始され、 一里 (約 4 km ) ごとに塚が設けられ里程標とされました。
江戸時代には中央集権政治が確立し、参勤交代が行われたこともあ

って道路も一層の進歩をとげました。例えば、徳川家康の ｢百箇条｣
では、 幅員について、 大海道六間 ( 1 1 m )、 小海道三間 (5 .5 m )、
横道馬道二間 (3 m )、 歩行道 - 間 ( 1.8 m ) と定められました。 し
かし、他方で徳川政府は国内の戦争に備えて江戸周囲の河川に橋を架
けることを許しませんでした。 これによって道路交通は著しく阻害さ
れ、馬車交通の発展により道路整備が大幅に進んだ西洋に比して、日
本の道路整備は大きく後れたものとなってしまいました。
以上のように、江戸時代までの道路法制は、日本の経済発展が西欧

諸国と比べて著しく遅れていたことを反映して、 古代の大宝令以来概
ね停滞していたものと考えられます。以後、明治時代から少しずつで
はありますが、 道路行政の全般にわたって、 近代国家としての諸制度
が着々と準備され、 現在のような道路法制が出来上がったのです。



Q
酵
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
道
路
法
第
四
十
七
条
の
六
で
あ
る
が
、
(

)

Q
御

道
路
法
第
九
十
二
条
に
よ
る
と
、
道
路
の
供
用
の
廃
止
又
は
道
路
の

o

の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
は
ど
れ
が
?

区
或
の
、

が
あ
っ
た
湯

扁
に
お
い
て
、
"
亥
首
各
を
毒

し
て
い
た

｢道
路
管
理
者
は
、
道
路
の

(

)
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当

該
道
路
の
存
す
る
地
域
の
状
況
を
勘
案
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地

利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
又
は
変
更
す
る
道
路
の
区
域
を
(

)

に
つ
い
て

(

)
の
範
囲
を
定
め
た
も
の

(以
下
、
｢立
体
的
区

域
｣
と
い
う
。
)
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣

①

新
設
又
は
改
築
、
空
間
又
は
地
下
、
上
下

②

新
設
又
は
修
繕
、
上
下
又
は
左
右
、
上
下
左
右

③

維
持
又
は
修
繕
、
上
下
又
は
左
右
、
上
下
左
右

Q
健

次
の
う
ち
、
平
成
一
九
年
度
の
道
路
法
改
正
の
内
容
と
し
て
正
し
い

も
の
は
ど
れ
か
?

①

自
転
車
専
用
道
の
指
定
の
公
示
の
方
法
に
変
更
が
あ
っ
た
。

②

自
転
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
及
び
割
増
金
に
関
す
る
規
定
の
新
設

は
見
送
ら
れ
た
。

③

道
路
附
属
物
の
自
転
車
駐
車
場
か
ら
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Q
19

次
の
う
ち
、
道
路
法
に
基
づ
く
有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
を
設
置
で

き
な
い
道
路
は
ど
れ
か
?

①

一
般
国
道

②

都
道
府
県
道

③

市
町
村
道

区
域
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
を
構
成
し
て
い
た

に

不
用
と
な
っ
た
敷
地
等

(不
用
物
件
)
は
、
従
前
当
該
道
路
を
管
理
し

煎

て
い
た
者
が

一
年
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期

り一

間
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
ど

+

の
程
度
管
理
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
フ
･

機

①

一
般
国
道

一
0
ヵ
月
、
都
道
府
県
道
八
カ
月
、
市
町
村
六
カ
月

勘

②

一
般
国
道
八
カ
月
、
都
道
府
県
道
八
カ
月
、
市
町
村
四
カ
月

故

③

一
般
国
道
五
カ
月
、
都
道
府
県
道
四
カ
月
、
市
町
村
三
カ
月

今
ま
で
の
問
題
は
い
か
が
で
し
た
か
?

し
っ
か
り
と
答
え
ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
?

こ
こ
か
ら
の
問
題
は
難
易
度
が
少
し
上
が
り
ま
す
。
道
路
法
に
関
す
る
知

識
を
駆
使
し
て
取
り
組
ん
で
み
て
下
さ
い
。

へ上
級
者
向
け
問
題
〉

Q
御

指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
つ
い
て

痩、
彦
多

%
“
◆

は
、
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
と

.靜

,

な
り
ま
す
が
、
次
に
掲
げ
る
主
体
の
う

r

“

“

◇

　

　

ち
、
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
代
行
し

　

　
　
　

て
、
新
設
又
は
改
築
を
で
き
る
の
は
ど

夕

の
主
体
か
?

}

穰
巍讓
※鰺
%
%

①

環
境
大
臣

ク

%
%

“



Q
22

A
は
、
占
用
料
を
払
う
の
を
避
け
る
た
め
に
、
道
路
の
占
用
許
可
を

経
ず
に
道
路
を
占
用
し
て
い
る

(不
法
占
用
)
。
こ
の
場
合
、
道
路
管

理
者
が
行
う
こ
と
の
出
来
る
行
政
上
の
手
続
き
と
し
て
道
路
法
に
規
定

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
次
の
う
ち
ど
れ
か
?

①

道
路
法
違
反
を
理
由
と
し
た
刑
事
告
発

②

撤
去
命
令

③

路
政
課
長
の
ビ
ン
タ

②

車
線
の
拡
幅

③

歩
道
の
改
築

大
変
お
疲
れ
様
で
し
た
。
さ
て
、
正
解
は
い
く
つ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
?

Q
23

次
の
う
ち
、
道
路
法
に
よ
る

｢道
路
の
附
属
物
｣
に
当
た
る
も
の
は

ど
れ
か
?

①

電
柱

②

パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー

③

道
路
上
の
気
象
観
測
装
置

Q
2 4

都
道
府
県
道
の
路
線
の
変
更
又
は
廃
止
に
際
し
、
都
道
府
県
知
事
が

国
土
交
通
大
臣
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
は
、
次
の
う
ち
ど
れ

か
?

①

鉄
道
又
は
軌
道
の
敷
設
の
た
め
に
必
要
な
路
線
の
廃
止

②

水
害
、
湖
害
、
雪
害
、
砂
生
星
寸
の
災
害
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な

局
部
的
路
線
の
変
更

③

こ
う
配
又
は
屈
曲
の
局
部
的
改
良
の
た
め
に
必
要
な
路
線
の
変
更

Q
25

次
の
う
ち
、
道
路
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
市
以

外
の
市
町
村
が
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
事
業
は
ど
れ
か
?

①

植
樹
帯
の
設
置

《解 答》

問題番号 鰐 問題番号 籍
1上 ② M ②

リム ③ 1 5 ③

?J ① 1 6 ①

自生 ② " ①

に〕 ② 1 8 ③

RU ③ 1 9 ①

ワノ ① nUリム ②

R
U ① れ ③

O
V ① 2 2 ③

m ③ 2 3 ③

u ③ 雄 ①

露 ② 2 5 ②

1 3 ③

ブリ ミ首艇数千画わ " 十一 つn n R R



正
解
数
が

【○
~
五
個
の
方
】

道
路
法
に
関
す
る
知
識
が
ま
だ
物
足
り
な
い
よ
う
で
す
。
一
か
ら
出

直
し
て
下
さ
い
。

【六
~

一
〇
個
の
方
壜

道
路
法
に
つ
い
て
基
礎
的
な
知
識
を
お
持
ち
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
か

ら
更
に
知
識
を
深
め
て
い
っ
て
下
さ
い
。

三

一
~
一
五
個
の
方
】

道
路
法
の
知
識
は
豊
富
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で

押
さ
え
て
、
更
な
る
理
解
を
深
め
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

【
一
六
~
二
〇
個
の
方
】

道
路
法
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
し
い
知
識
を
お
持
ち
の
よ
う
で
す
。

道
路
法
を
相
当
程
度
使
い
こ
な
せ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

【二
一~
二
四
個
の
方
】

あ
な
た
は
道
路
法
マ
ス
タ
ー
で
す
。
道
路
法
に
つ
い
て
の
ど
ん
な
質

問
に
も
対
応
で
き
る
で
し
ょ
う
。

【全
問
正
解
の
方
】

あ
な
た
は
路
政
課
長
レ
ベ
ル
で
す
。
今
日
か
ら
路
政
課
長
と
し
て
着

任
し
て
下
さ
い
。

②
と
③
の
違
い
は
、
②
が

｢道
路
網
の
･二

と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

"

③
は

｢道
路
の
!
｣
と
な
っ
て
い
る
点
で
す
。

道
路
法
で
は
、
単
に

遭

路
｣
の
整
備
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、

僻

｢道
路
網
の
整
備
｣
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
同
法
が
単
に
物
的

第

な
施
設
の
建
設
に
と
ど
ま
ら
ず
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
を
確
保
し
、

ト

交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
る
行
為
を

"

も
そ
の
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
な
っ
て
い
ま
す
o

耽

Q
2

③
ト
ン
ネ
ル
は
、
道
路
法
第
二
条
第

一
項
で

｢道
路
と

一
体
と
な
っ
て
そ

の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
又
は
工
作
物
｣
と
し
て
、
｢道
路
｣
の
定
義
に

含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

電
線
共
同
溝
は
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
で

｢道
路
の
附
属
物
｣

の
一
つ
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
条
第

一
項
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ら
の

｢道
路
の
附
属
物
｣
に
つ
い
て
も
道
路
に
含
ま
れ
る
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

･

よ
っ
て
、
ト
ン
ネ
ル
、
電
線
共
同
溝
共
に
道
路
法
上
の

｢道
路
｣
の
定

義
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

へ解
説
〉

　
　

　

.

選
択
肢
の
三
つ
の
文
章
は
、
①
は
道
路
運
送
法
の
目
的
を
改
編
し
た
も

の
で
、
②
が
道
路
法
の
目
的
を
要
約
し
た
も
の
で
す
。

Q
3

①
道
路
法
上
の
道
路
の
種
類
は
、
道
路
法
第
三
条
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、

高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
の
四
種
類
と

な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
一
般
自
動
車
道
は
、
道
路
運
送
法
に
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
道
路
法
上
の
道
路
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。



Q
4

②
新
設
と
は
、
道
路
法
上
の
道
路
を
新
し
く
設
置
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の

中
に
は
、
区
域
決
定
や
、
土
地
の
買
収
あ
る
い
は
使
用
賃
借
契
約
に
よ
る

使
用
権
の
取
得
等
の
権
原
を
取
得
し
、
登
記
等
を
行
な
い
、
あ
る
い
は
実

際
の
道
路
工
事
を
行
な
う
こ
と
等
が
含
ま
れ
ま
す
。

改
築
と
は
、
既
設
の
道
路
法
上
の
道
路
の
効
用
、
機
能
等
を
原
状
よ
り

良
く
す
る
た
め
の
工
事
を
い
い
、
そ
の
内
容
は
道
路
の
線
型
改
良
、
拡
幅
、

舗
装
等
で
す
。

バ
イ
パ
ス
の
新
築
工
事
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
、
道
路
の
区
域
変
更

に
よ
っ
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
道
路
法
上
の
管
理
形
態
と
し
て
は
改
築
に

入
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

Q
5

②
道
路
法
上
の
｢維
持
｣
は
、
反
復
し
て
行
わ
れ
る
道
路
の
機
能
保
持
の

た
め
の
行
為
で
あ
っ
て
工
事
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て

い
ま
す
。
現
在
の
道
路
の
構
造
を
現
在
の
状
態
で
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
と

も
言
え
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
清
掃
、
除
雪
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
路
面

の
穴
埋
め
の
た
め
の
再
舗
装
に
関
し
て
は
、
｢修
繕
｣
の
カ
テ
ゴ
リ
に
入

る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
修
繕
は
、
既
設
の
道
路
の
構
造
が
損
傷

し
た
と
き
に
そ
の
構
造
を
回
復
す
る
工
事
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

Q
6

③
占
用
を
許
可
す
る
た
め
の
法
律
上
の
基
準
の
一
つ
と
し
て

｢道
路
の
敷

地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
や
む
を
得
な
い
も
の
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う

｢無
余
地
性
の
基
準
｣
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
緩
和
さ
れ
る
工

作
物
等
に
つ
い
て
、
道
路
法
三
十
三
条
第
二
項
各
号
及
び
道
路
法
施
行
令

第
十
六
条
の
二
に
定
め
が
あ
り
ま
す
。

パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
は
、
道
路
法
三
十
三
条
第
二
項
各
号
と
政
令
に

規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
｢無
余
地
性
の
基
準
｣
の
緩
和
の
対
象
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

Q
7

①
道
路
法
第
四
十
三
条
や
道
路
法
第
九
十
九
条
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、

｢み
だ
り
に
｣
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
｢正
当
な
又
は
合
理
的
な
理
由
無

く
｣
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
｢み
だ
ら
な
行
為
に
よ
り
｣
っ
て
答
え

た
方
、
ま
ず
は
し
っ
か
り
睡
眠
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

Q
8

①
道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
七
で
は
、
道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
区
域
外

に
あ
る
一
定
の
工
作
物
や
施
設
に
つ
い
て
も
、
当
該
工
作
物
の
所
有
者
等

と
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
当
該
工
作
物
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
道
路
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
三

5R
〕

で
、
通
路
、
自
転
車
駐
車
場
や
花
壇
な
ど
、
協
議
の
成
立
に
よ
り
道
路
区

0 0

域
外
で
あ
っ
て
も
管
理
が
可
能
に
な
る
施
設

･
工
作
物
が
挙
げ
ら
れ
て
い

2

ま
す
。

一

な
ぉ
･

時
試
口
公

衆
電
話
に
関
し
て
は
･

同
条
に
規
定
が
な
ぃ
た
め
･

帳

協
議
の
成
立
に
よ
り
道
路
区
域
外
で
あ
っ
て
も
管
理
が
可
能
に
な
る
施

-

設

･
工
作
物
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

“ 道路行政セミナー 2 0 0 8,5

Q
9

①



路
線
の
認
定
の
公
示
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
道
路
法
第
九
条
に
あ
り
ま

す
。
同
条
は
、
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
路
線
の
認
定
に
係
る
公
示

に
つ
い
て
定
め
て
い
て
、
路
線
名
な
ど
公
示
す
べ
き
事
項
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

し
か
し
同
条
に
は
高
速
自
動
車
国
道
と
一
般
国
道
に
つ
い
て
の
規
定
は

な
く
、
ま
た
他
の
道
路
法
の
条
項
に
お
い
て
も
、
高
速
自
動
車
国
道
と

一

般
国
道
に
つ
い
て
は
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
高
速
自
動
車
国
道

と
一
般
国
道
が
政
令
で
指
定
さ
れ
、
当
然
に
官
報
に
掲
載
さ
れ
て
公
布
さ

れ
る
の
で
、特
に
そ
の
公
示
に
つ
い
て
規
定
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
す
。

Q
約

③
一
般
国
道
の
管
理
者
の
規
定
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
特
例
が
多
く

あ
り
ま
す
。
国
道
の
新
設
･
改
築
に
関
し
て
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法

第
三
条
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
高
速
道

路
会
社
に
よ
る
管
理
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
道
路
法
十
七
条
第

三
項
に
よ
り
、
歩
道
の
新
設
等
に
関
し
て
は
村
が
管
理
主
体
に
な
る
こ
と

も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Q
川

③
道
路
法
第
十
二
条
は
、
｢国
道
の
新
設
又
は

(改
築
)
は
、
(国
土
交

通
大
臣
)
が
行
う
。
た
だ
し
、
工
事
の
規
模
が
小
で
あ
る
も
の
そ
の
他

政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
都
道
府
県
が
そ
の
工
事
を
施
工
す

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
工
事

に
か
か
る
路
線
の
部
分
に
存
す
る

(都
道
府
県
)
が
行
う
｣
と
規
定
し

て
い
ま
す
。

Q
12

②
兼
用
工
作
物
に
関
し
て
は
、
道
路
法
第
二
十
条
に
規
定
が
あ
り
、
兼

用
工
作
物
に
な
り
え
る
も
の
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
条
に
よ
る
と
、

兼
用
工
作
物
に
な
り
え
る
の
は
、
堤
防
、
護
岸
、
ダ
ム
、
鉄
道
又
は
軌

道
用
の
橋
、
踏
切
道
、
駅
前
広
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
工
作
物

又
は
施
設
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
公
共
の
用
に
供
す
る
工
作
物
又
は
施

設
に
自
動
販
売
機
は
含
ま
れ
な
い
た
め
、
兼
用
工
作
物
に
は
な
り
え
ま

せ
ん
。

な
お
、
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
工
作
物
又
は
施
設
に
は
、
国
又
は

地
方
公
共
団
体
が
設
置
し
た
も
の
に
限
ら
ず
、
私
鉄
の
よ
う
に
私
人
が
公

の
目
的
を
も
っ
て
公
衆
の
共
同
使
用
に
供
す
る
た
め
設
置
し
た
工
作
物
又

は
施
設
も
含
ま
れ
ま
す
。
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Q
1 3

③
道
路
法
第
三
十
七
条
に
は
、
道
路
の
占
用
の
禁
止
又
は
制
限
区
域
等
に

つ
い
て
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
道
路
管
理
者
が
占
用
の
禁
止

又
は
制
限
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
例
と
し
て
、
幅
員
が
著
し
く
狭
い
道
路

と
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
す
る
道
路
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
う
配
が
著
し
く
急
な
道
路
は
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

Q
1 4

②
道
路
法
四
十
七
条
の
五
で
は
、
市
町
村
は
、
市
町
村
道
以
外
の
道
路
管

理
者
に
対
し
て
、
歩
行
者
の
通
行
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
道
路
の
改
築



の
事
業
の
う
ち

一
定
の
も
の
を
行
う
こ
と
を
要
請
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
道
路
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
に
お
い
て
、
道
路

の
附
属
物
で
あ
る
自
転
車
駐
車
場
の
道
路
上
に
お
け
る
設
置
や
横
断
歩
道

橋
の
設
置
な
ど
、
要
請
が
認
め
ら
れ
る
事
業
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
要
請
制
度
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
歩
行
者
の
安
全
の
た
め
の
道

路
の
改
築
に
関
す
る
要
請
制
度
で
あ
り
、
ス
マ
ー
ト
I
C
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
道
路
法
及
び
道
路
法
施
行
令
に
列
挙
さ
れ
な
い
の
は
も
と
よ
り
、

そ
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
も
、
入
り
ま
せ
ん
。

　
　

　
市
町
村
道
の
路
線
の
認
定
に
関
し
て
は
、
道
路
法
第
八
条
に
規
定
が
あ

り
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
で
区
域
外
道
路
の
路
線
認
定
に
つ
い

て
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
同
条
第
三
項
に
お
い
て
、
市
町
村
長
が
区
域
外
道
路
の
路
線
を
認

定
す
る
と
き
は
、
区
域
道
路
の
存
す
る
地
元
市
町
村
の
長
の
承
諾
を
得
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
け
る
地
元
市
町

村
長
の
承
諾
に
際
し
て
地
元
市
町
村
議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
区
域
外
道
路
の
路
線
認
定
に
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
や
都

道
府
県
知
事
の
認
可
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

Q
16

①
道
路
法
第
十
一
条
は
、
路
線
が
重
複
す
る
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
定
め

て
い
ま
す
。
国
道
の
路
線
と
市
町
村
道
の
路
線
が
重
複
す
る
道
路
の
部
分

に
つ
い
て
の
規
定
は
同
条
第

一
項
に
あ
り
、
国
道
に
関
す
る
規
定
が
適
用

さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
国
道
の
路
線
と
都
道
府
県
道
の
路
線
が
重
複
す
る
道
路
の
部
分

に
つ
い
て
は
国
道
の
規
定
が
、
都
道
府
県
道
の
路
線
と
市
町
村
道
の
路
線

が
重
複
す
る
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
道
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Q
"

①
道
路
法
第
四
十
七
条
の
六
は
、
｢道
路
管
理
者
は
、
道
路
の

(新
設
又

は
改
築
)
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域
の
状
況
を

勘
案
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

一
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
又
は
変

更
す
る
道
路
の
区
域
を

(空
間
又
は
地
下
)
に
つ
い
て

(上
下
)
の
範
囲

を
定
め
た
も
の

(以
下
、
｢立
体
的
区
域
｣
と
い
う
。
)
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
｣
と
定
め
て
い
ま
す
。

｢新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
｣
に
限
ら
れ
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

Q
18

③
平
成
一
九
年
度
の
道
路
法
改
正
の
内
容
の
一
つ
に
、
自
転
車
駐
車
場
に

関
す
る
規
定
の
新
設
･
追
加
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
第
二
条
の
道

路
の
附
属
物
と
し
て
自
転
車
駐
車
場
が
追
加
さ
れ

(従
来
、
自
転
車
駐
車

場
は
道
路
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
三
第
六
号
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
)、
第
二
十
四
条
の
二
で
、
自
転
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
及
び
割
増
金
に

関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
近
年
問
題
と
な

っ
て
い
る
放
置
自
転
車
対
策
の
た
め
に
、
道
路
管
理
者
が
自
転
車
駐
車
場

惚 道路行政セミナー 2 00 8.5



に
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
駐
車
料
金
を
徴
収
で
き
る
こ
と
と
し
、

ま
せ
ん
。

そ
れ
に
よ
り
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
を
促
進
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

環
境
大
臣
が
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

Q
1 9

①
有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
二
十
五
条
に
規
定

が
あ
り
ま
す
。
同
条
は
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
つ
い
て
設
け
ら
れ

る
有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設
に
関
す
る
規
定
を
し
て
い
ま
す
が
、
一
般
国

道
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、
道
路
法
で
は
、
有
料
の
橋
又
は
渡
船
施
設

を
設
置
で
き
る
道
路
を
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
限
定
し
て
い
ま

す
。

Q
20

②
道
路
法
第
九
十
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
不
用
物
件
の
管
理
期
間
の
具

体
的
な
長
さ
に
つ
い
て
は
、道
路
法
施
行
令
第
三
十
八
条
に
定
め
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
一
般
国
道
八
カ
月
、
都
道
府
県
道
八
ヵ
月
、
市
町
村
四
ヵ
月

の
期
間
に
つ
い
て
は
、
不
用
物
件
の
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

　
道
路
法
第
十
二
条
た
だ
し
書
及
び
道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
三
号
)
附
則
第
三
項
の
規
定
等
に
よ
り

都
道
府
県
に
つ
い
て
も
一
般
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
二
十
七
条

の
権
限
代
行
を
規
定
し
て
い
る
も
の
に
、
定
め
が
な
い
こ
と
か
ら
、
都
道

府
県
で
あ
っ
て
も
権
限
を
代
行
し
て
新
設
又
は
改
築
を
行
う
こ
と
は
で
き

　
　　

　
道
路
法
で
は
、
第
三
十
二
条
に
よ
り
道
路
の
占
用
を
道
路
管
理
者
の
許

可
に
係
ら
し
め
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
不
法
占
用
物
件
は
、
道
路
法
第
七

十
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
道
路
管
理
者
等
の
監
督
処
分
の
対
象
と
な

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
監
督
処
分
に
よ
り
撤
去
命
令
を
受
け
、
さ
ら
に
こ

れ
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
行
政
代
執
行
も
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。他

方
、
道
路
法
百
条
の
第
一
号
に
よ
り
、
道
路
法
違
反
の
罪
と
し
て
告

発
を
受
け
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

路
政
課
長
の
ビ
ン
タ
は
、
道
路
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の

手
続
き
を
と
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
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Q
23

③
｢道
路
の
附
属
物
｣
と
は
、
道
路
の
構
造
の
保
全
、
安
全
か
つ
円
滑
な

道
路
の
交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
で

あ
り
、
道
路
法
第
二
条
第
二
項
及
び
道
路
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
三
の

各
号
に
掲
げ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の

物
が
道
路
附
属
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
か
ど

う
か
で
判
断
さ
れ
る
も
の
で
す
。

電
柱
、
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
道
路
の
附
属

物
と
し
て
各
号
に
列
挙
さ
れ
て
お
ら
ず
、
道
路
法
三
十
二
条
第
一
項
各
号

　
　

イ.′‐



及
び
令
七
条
各
号
に
お
い
て
占
用
物
件
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
で

す

(電
柱
!
道
路
法
第
三
十
二
条
第

一
項
第

一
号
。
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ

ー
ー
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
一
号
)。

一
方
、
道
路
上
の
気
象
観
測
装
置
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
二
条
第

二
項
第
四
号
に
お
い
て
、
道
路
情
報
管
理
施
設
の
一
つ
と
し
て
列
挙
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
道
路
附
属
物
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。

Q
24

①
道
路
法
七
十
四
条
に
お
い
て
、
都
道
府
県
道
の
路
線
の
認
定
、
変
更
又

は
廃
止
を
す
る
際
に
は
国
土
交
通
大
臣
と
の
協
議
が
必
要
で
あ
る
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
条
た
だ
し
書
き
で
は
政
令
で
定
め
る
軽
易

な
も
の
に
つ
い
て
は
協
議
が
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
定
め
た
の
が
道
路
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
で
あ
り
、
協
議
が
不
要

な
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
(同
条
第

一
項
第
七
号
で
は
水
害
、
湖

害
、
雪
害
、
砂
生
暈
寸
の
災
害
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
局
部
的
路
線
の
変

更
に
つ
い
て
、
同
項
第
八
号
で
は
こ
う
配
又
は
屈
曲
の
局
部
的
改
良
の
た

め
に
必
要
な
路
線
の
変
更
に
つ
い
て
、
協
議
が
不
要
で
あ
る
旨
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。)

な
お
、
鉄
道
又
は
軌
道
の
敷
設
の
た
め
に
必
要
な
路
線
の
｢変
更
｣
に

つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
に
お
い
て
規
定
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
｢廃
止
｣

に
つ
い
て
は
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
鉄
道
又
は
軌
道
の
敷
設
の

た
め
に
必
要
な
路
線
の

｢廃
止
｣
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
と
の
協

議
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Q
25

②
道
路
法
第
十
七
条
第
三
項
で
は
、
一
定
の
管
理
事
業
に
限
っ
て
、
特
例

と
し
て
、
指
定
市
以
外
の
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
指
定
区
間

外
の
国
道
若
し
く
は
都
道
府
県
道
に
つ
き
管
理
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
都
市
の
再
生
や
地
域
の
活
性
化
等
を
図
る
た
め
に
は
、
当

該
地
域
の
特
性
や
地
域
が
抱
え
る
課
題
等
に
つ
い
て
最
も
よ
く
把
握
し
て

い
る
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
道
路
の
管
理

を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
す
。

特
例
が
認
め
ら
れ
る
具
体
的
な
事
業
は
、
歩
道
･
自
転
車
道
･
植
樹
帯

又
は
路
肩
等
の
新
設
･
改
築
･維
持
又
は
修
繕
で
あ
り
、
同
項
と
道
路
法

施
行
令
第

一
条
の
六
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
特
例
の
適
用
範
囲
が
車
道
部
分
に
は
一
切
及

ん
で
い
な
い
と
い
う
点
で
す
。
な
の
で
、
車
線
の
拡
幅
は
特
例
の
対
象
外

と
な

っ
て
い
ま
す
。
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北
海
道
に
縮
け
る
正
面
衝
突
事
麒
対
簾

$
ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
の
設
置
効
果
等
に
つ
い
て
j

北
海
道
開
発
局
建
設
部
道
路
維
持
課

交
通
事
故
死
者
数
は
依
然
、
三
0
0
人
前
後
で
推
移
し
致
死
率
も
全
国
平
均

の
約

一
･
四
倍
と
未
だ
に
深
刻
な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
特
に
北
海
道
で

は
、
国
道
に
お
い
て
全
道
路
種
別
に
お
け
る
事
故
発
生
件
数
の
割
合
が
二

四
%
に
対
し
、
死
亡
事
故
件
数
は
五
三
%
を
占
め
る
な
ど
重
大
事
故
が
多
発

し
て
い
ま
す
。
死
亡
事
故
に
至
り
や
す
い
事
故
形
態
は
、
人
対
車
両
を
除
く

と
正
面
衝
突
、
路
外
逸
脱
、
工
作
物
衝
突
事
故
な
ど
の
郊
外
で
多
く
発
生
す

る
事
故
で
す
。
郊
外
部
で
は
、
走
行
速
度
が
高
く
な
り
や
す
い
傾
向
が
見
ら

れ
る
た
め
に
、
結
果
的
に
死
亡
事
故
に
至
り
や
す
い
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

北
海
道
内
の
郊
外
部
の
国
道
は
大
半
が
二
車
線
道
路
で
あ
り
、
正
面
衝
突

事
故
と
工
作
物
衝
突
･
路
外
逸
脱
事
故
を
防
止
す
る
対
策
の
検
討
が
必
要
と

な
り
ま
す
が
、
そ
の
対
策
工
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
特
性
を
踏
ま
え

比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
や
道
路
鋲

(チ
ャ
ッ
タ
ー
バ
ー
)
は
冬
期
間
の
除
雪
作
業
の
支
障
と
な
る
た
め
に
、
設

置
箇
所
は
十
分
な
考
慮
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
中
央
分
離
帯
の
設
置
は
費
用

が
高
価
で
あ
る
た
め
、
二
車
線
道
路
に
お
け
る
設
置
は
、
山
間
部
の
急
カ
ー

一

は
じ
め
に

積
雪
寒
冷
･
広
域
分
散
の
地
域
構
造
に
あ
る
北
海
道
で
は
、
移
動
手
段
の

大
部
分
を
自
動
車
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
圏
域
･
地
方
中
心
都
市

間
を
連
絡
す
る
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
整
備
途
上
に
あ
る
た
め
、
現
在

は
一
般
国
道
が
こ
れ
ら
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

広
域
分
散
型
の
地
域
構
造
に
お
け
る
経
済
活
動
等
の
支
援
、
医
療
過
疎
等
の

解
消
に
む
け
た
広
義
の
安
心
･
安
全
の
確
保
、
そ
し
て
交
通
事
故
を
防
止
し

快
適
な
道
路
環
境
を
目
指
す
狭
義
の
安
全
･安
心
の
確
保
の
た
め
に
、
国
土

交
通
省
北
海
道
開
発
局

(以
下
、
｢開
発
局
｣)
で
は
一
般
国
道
の
改
良
事

業
や
交
通
安
全
事
業
に
つ
い
て
積
極
的
に
事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。交

通
事
故
対
策
に
つ
い
て
は
、
交
通
管
理
者
と
の
連
携
の
も
と
、
必
要
な

道
路
整
備
を
進
め
て
き
た
結
果
、
平
成
一
七
年
度
に
は
北
海
道
の
交
通
事
故

死
者
数
ワ
ー
ス
ト
1
を

一
四
年
ぶ
り
に
返
上
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、



ブ
等
の
箇
所
を
特
例
と
し
て
設
置
し
て
き
ま
し
た

(写
真
1
)。
北
海
道
で

最
も
多
い
死
亡
事
故
類
型
は
正
面
衝
突
で
す
が
、
こ
れ
は
死
亡
事
故
全
体
の

二
六
%
を
占
め
、
全
国
に
比
べ
約
二
倍
以
上
の
割
合
に
な
り
ま
す

(図
1
)。

そ
の
た
め
、
北
海
道
に
お
け
る
死
亡
事
故
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
は
、
正
面

衝
突
事
故
に
着
目
し
た
事
故
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
稿
で

は
、
新
た
な
交
通
死
亡
事
故
対
策
の
取
組
み
で
あ
る
ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ

ス
の
設
置
効
果
等
に
つ
い
て
開
発
局
で
の
取
組
み
を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

二

北
海
道
の
交
通
事
故
特
性

北
海
道
に
お
け
る
交
通
事
故
死
者
数
は
、
図
2
に
示
す
よ
う
に
昭
和
四
〇

年
中
頃
の
ピ
ー
ク
を
境
に
、
全
国
の
ト
レ
ン
ド
と
同
様
に
減
少
傾
向
が
続
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
再
び
増
加
に
転
じ
、
平
成
二
年
に
は
第
二
の
ピ

ー
ク
と
し
て
死
者
数
七
一
五
人
に
達
し
、
交
通
事
故
死
者
数
全
国
ワ
ー
ス
ト 写真 1 従来の正面衝突事故対策

上 :中央分離帯、中 :センターポール、
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1
を
記
録
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
後
の
ワ
ー
ス
ト
順
位
に
大
き
な

変
動
は
見
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
死
者
数
自
体
は
、
交
通
管
理
者
･道
路
管

理
者
の
連
携
の
も
と
、
近
年
で
は
年
間
三
〇
〇
人
程
度
に
ま
で
減
少
し
ま
し

た

(死
傷
事
故
率
で
は
平
成
一
人
年
度
で
七
0
･
四
件
/
億
台
キ
ロ
で
全
国

上
位
九
位
、
交
通
事
故
死
者
率
で
は
0
･
七
二
人
/
億
台
キ
ロ
で
全
国
上
位

一
一
位
、
交
通
事
故
致
死
率
で
は
一
･
0
三
%
で
全
国
上
位
三
五
位
)。

北
海
道
の
交
通
事
故
は
、
そ
の
発
生
率
は
低
い
も
の
の
、
ひ
と
た
び
事
故

が
発
生
す
る
と
重
大
な
事
故
に
繋
が
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
前

述
の
と
お
り
、
そ
れ
ら
の
事
故
分
類
を
み
る
と
、
速
度
超
過
な
ど
の
要
因
と

相
ま
っ
た

｢正
面
衝
突
｣、
｢工
作
物
衝
突
｣、
｢路
外
逸
脱
｣
な
ど
が
全
体

の
六
割
以
上
を
占
め
、
特
に
郊
外
部
に
お
け
る

｢正
面
衝
突
｣
に
よ
る
死
者

数
が
卓
越
し
て
い
ま
す

(図
3
)。

道
路
の
種
類

･
性
格
別
で
み
る
と
、国
道
や
道
道
な
ど
の
幹
線
道
路
で
は
、

死
傷
事
故
件
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
致
死
率
は
全
国
の
一
･
四
倍

と
高
く
、
幹
線
道
路

(国
道
十
道
道
)
が
約
七
割

(う
ち
国
道
が
約
半
数
)

を
占
め
て
い
ま
す

(図
4
･
5
)。
ま
た
、
市
町
村
道
な
ど
の
生
活
道
路
で

は
発
生
件
数
そ
の
も
の
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
幹
線
道
路

の
み
な
ら
ず
日
常
生
活
に
身
近
な
市
町
村
道
路
な
ど
含
め
た
広
範
な
交
通
事

故
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

前
述
の
と
お
り
北
海
道
の
交
通
事
故
死
者
数
は
、
平
成
一
七
年
以
降
三
年

連
続
で
全
国
ワ
ー
ス
ト
1
の
座
は
返
上
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
最
近

一
〇
年
の
死
者
数
総
計
で
み
る
と
、
二
位
の
愛
知
県
、
三
位
の
千
葉
県
を
大

き
く
引
き
離
し
て
お
り
、
正
面
衝
突
対
策
を
は
じ
め
と
し
た
重
大
事
故
対
策

を
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

(表
1
)。

その他

6,195

数件
数

故
者

事
死



三

正
面
衝
突
事
故
防
止
に

鸚
“蝋
燭
出
齢
棘
269

　
　
　　　　
　

　　　

鞘
知

351
髄
322
葉
305

む
け
た
マ
ク
ロ
対
策

表 1 都道府県別交通事故死亡者数ワースト順位 (平成 13年~ 平成 19年)

写真 2

1

ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
に
つ
い
て

ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
は
、
米
国
の
高
速
道

路
の
路
外
逸
脱
事
故
対
策
手
法
と
し
て
開
発
さ

れ
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
急
速
に
普
及
し
ま
し
た
。

ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
の
意
味
は
、
ラ
ン
ブ
ル

(目
口
立
↓

=

(車
な
ど
が
)
ゴ
ロ
ゴ
ロ
音
を
立
て

て
進

む

こ
と

で
あ

り

、

ス
ト

リ

ッ
プ

ス

(の甘
□
↓

=
細
長
い
形
が
続
く
こ
と
で
す
。
交
通

事
故
対
策
と
し
て
の
ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
スセンターライン(黄色 2条線)

(以
下

｢ラ
ン
ブ
ル
｣)
は
、
舗
装
路
面
に
凹
凸
の
溝
を
直
線
的
に
配
置
し
た
も

の
を
指
し
ま
す

(写
真
2
)。
目
的
は
、
そ
の
上
を
通
過
す
る
車
両
に
対
し
音
や

振
動
を
発
生
さ
せ
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
車
線
を
逸
脱
し
た
こ
と
を
警
告
す
る
こ
と

で
あ
り
、
う
っ
か
り
･
ぼ
ん
や
り
や
居
眠
り
に
よ
る
交
通
事
故
に
対
し
有
効
な

対
策
手
法
で
す
。

ラ
ン
ブ
ル
は
、
自
転
車
や
バ
イ
ク
に
対
す
る
危
険
性
が
少
な
く
、
音
や
振

動
の
警
星
ロ効
果
も
あ
る
程
度
高
い
こ
と
か
ら
、
深
さ
三

一
皿
、
横
幅
三
五
〇

脚
、
縦
幅

一
五
〇
脚
の
大
き
さ
を
宍
道
の
追
越
禁
止
黄
色
二
条
線
の
セ
ン
タ

ー
ラ
イ
ン
上
に
設
置
す
る
規
格
と
し
て
採
用
し
ま
し
た

(図
6
)。
そ
し
て
、

平
成

一
四
年
に
一
般
国
道
五
号
八
雲
町
で
初
め
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
平
成

一
六
年
に
は
、
迫
禁
黄
色

一
条
線
に
お
い
て
も
図
7
に
示
す
深
さ

一
五
画
、
横
幅
一
五
0
m
、
縦
幅

一
七
〇
鰤
の
大
き
さ
を
実
道
へ
施
工
す
る

瓢
鱈
騨
総額
廉
廉
盤M
獅

ス
螂
愈
纜
濃
態"総
さ｣
m
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ランブルストリップスを踏む

あわてて車線に戻る

写真 3 ランブルストリップスにより
大型車との正面衝突事故を防いだ場面

規
格
と
し
て
採
用
し
ま
し
た
。

2

実
用
化
と
設
置
効
果

ラ
ン
ブ
ル
を
最
初
に
設
置
し
た

一
般
国
道
五
号
八
雲
町
は
、
郊
外
部
で

直
線
か
つ
平
坦
な
二
車
線
道
路
で
あ
り
、
交
通
量
は
約

一
二
、
0
0
0
台
/

日

(平
成

=
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
)
で
し
た
。
ま
た
、
交
通
事
故

発
生
は
五
年
間

(平
成
八
~
一
二
年
)
で
死
者
数
が

一
四
人
で
、
そ
の
う

ち
正
面
衝
突
事
故
に
よ
る
死
者
数
は
一
〇
人
で
し
た
。
整
備
効
果
を
確
認

す
る
た
め
、
こ
の
施
工
区
間

(約
七
〇
0
m
)
に
二
台
の
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

を
設
置
し
、
ラ
ン
ブ
ル
を
踏
ん
だ
車
両
の
挙
動
を
観
測
し
た
結
果
、
夜
間

に
小
型
車
が
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
を
越
え
て
対
向
車
線
に
は
み
出
し
た
所
、

ラ
ン
ブ
ル
の
効
果
に
よ
り
、
あ
わ
て
て
車
線
に
復
帰
す
る
状
況
も
記
録
さ

れ
ま
し
た

(写
真
3
)。
な
お
、
こ
の
箇
所
に
ラ
ン
ブ
ル
を
設
置
し
て
以
来
、

正
面
衝
突
は
起
き
て
い
ま
せ
ん
。

冬
期
路
面
の
状
況
下
で
は
、
溝
に
溜
ま
っ
た
雪
や
氷
は
除
排
雪
と
凍
結
防

止
剤
散
布
に
よ
り
窪
み
に
貯
ま
っ
た
雪
も
散
逸
す
る
の
で
、
冬
期
路
面
管
理

に
お
い
て
も
、
所
要
の
機
能
を
失
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

写
真
4
の
よ
う
な
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
が
全
く
見
え
な
い
状
況
で
も
、
ラ
ン
ブ

ル
上
を
走
行
す
る
と
車
内
騒
音
が
大
き
く
な
り
、
車
線
を
逸
脱
し
た
こ
と
を

ド
ラ
イ
バ
ー
に
警
星
。す
る
効
果
を
保
持
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
の
ラ
ン
ブ
ル
施
工
後
、
事
故
削
減
効
果
が
確
認
で
き
た
こ
と
、
ま
た
、

懸
念
さ
れ
て
い
た
周
辺
住
民
か
ら
の
騒
音
等
の
苦
情
も
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
平
成
一
五
年
度
か
ら
正
面
衝
突
事
故
対
策
と
し
て
積
極
的
に
展
開
し
ま

し
た

(写
真
5
)。
そ
の
結
果
、
開
発
局
施
工
に
よ
る
一
般
国
道
に
お
け
る



写真 4 冬期路面でも音と振動が確認できる
(一般国道 2 74 号日高町 (平成 16 年 1月 2 0日))

写真5 ランブルストリップス (一般国道23〔号)

ラ
ン
ブ
ル
の
累
計
整
備
延
長
は
、
平
成

一
九
年
三
月
末
に
三
九
路
線
の
約
六

一
〇
皿
と
な
り
、
急
速
に
普
及
し
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

一
七
年
度
か
ら
は
、

北
海
道
庁
施
工
の
道
道
に
も
採
用
さ
れ
、
併
せ
た
設
置
延
長
は
約
八
三
0
如

に
達
し
ま
し
た

(図
8
)
。

ラ
ン
ブ
ル
の
開
発
導
入
は
、
土
木
研
究
所
寒
地
土
木
研
究
所
か
ら
技
術
的

サ
ポ
ー
ト
を
得
な
が
ら
進
め
て
き
た
も
の
で
す
が
、
当
研
究
所
が
行
っ
た
実

験
で
は
、
一
〇
0
名
余
の
一
般
ド
ラ
イ
バ
ー
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た

結
果
、
約
七
割
の
人
が
ラ
ン
ブ
ル
を

｢踏
ん
だ
経
験
｣
が
あ
る
と
回
答
し
て

お
り
、
そ
の
内
三
七
%
の
人
は

｢居
眠
り
を
し
て
い
た
｣
、
｢ぼ
ん
や
り
と

し
て
い
た
｣
と
答
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
ラ
ン
ブ
ル
の
普
及
の
効

果
が
確
認
さ
れ
ま
し
た

(図
9
)。

平
成

一
四
~

一
六
年
に
北
海
道
の
一
般
国
道
六
〇
ヵ
所
、
延
べ
一
〇
八
蹴

254.9 リ
ム

　
　

‐

8 2

-

ン

燃

イ

邱
惣

32

‐フ　

　

　
　　

　
　
　

　

　

　

北
海
道
の
国
道
･
道
道
に
お
け
る
整
備
延
長

平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度

図 8 北海道の国道 ･道道におけるランブルストリップス

の
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
上
に
ラ
ン
ブ
ル
を
設
置
し
、
各
箇
所
の
整
備
前
二
年
間

と
整
備
後
二
年
間
の
正
面
衝
突
事
故
発
生
状
況
を
比
較
し
ま
し
た
。
事
故
件

数
は
七
三
件
か
ら
三
七
件
、
死
者
数
は
二
人
人
か
ら
八
人
に
減
少
し
、
減
少

率
は
そ
れ
ぞ
れ
四
九
%
と
七

一
%
と
算
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
冬
型
事
故

件
数
は
三
一
件
か
ら
一
六
件

(四
人
%
減
少
)、
重
傷
者
数
は
三
四
人
か
ら

二
五
人
二
七
%
減
少
、
軽
傷
者
数
は
一
三
七
人
か
ら
七
人
人
四
三
%
減
少
と
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全
て
の
項
目
に
お
い
て
減
少
し
ま

初

し
た

(表
2
、
図
ゆ
)。

　

道
路
構
造
が
ラ
ン
ブ
ル
の
効
果

信

に
与
え
る
影
響
を
調
べ
る
と
、
縦

橋

断
勾
配
が
四
%
未
満
の
区
間
で
大

き
く
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
縦
断

、

勾
配
が
四
%
以
上
で
は
あ
ま
り
減

怯

か
弱

プ
あ

こ
い
倦

ッ
が

だ
な
%

れ

7

　
　
　

　　

　

ト
‐
こ　　

ラ
ス
リ

Q

Q ランブルストリップスを踏んだ時の状況 (複数回答)

40 % 50 %l0 %

20,9 % (19)

→ l37% (34人)
諜

　
　ラる　

　

　
　図 9 一般ドライバーにおけるランブルストリップスを踏んだ経験

興味があったので踏んでみた

表 2 整備前後の正面衝突事故発生状況

物事
!

胸事

鳧
鵺

鮖

3

率

蛇

少

^

減

,
正面衝突事故件数

内 冬型事故件数 メ4

溥4

5

1
4

死者数

数
飴数

者

者

傷

傷

重

軽

34

137

少
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
曲
線

霧

半
径
が
二
人
o
m
未
満
の
区
間
で

*

は
、
あ
ま
り
減
少
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
曲
線
半
径
が
二
八
0
m
以
上

の
区
間
で
は
大
き
く
減
少
し
て
い

ま
す

(図
=
)。
こ
の
よ
う
に
山
間

部
の
峠
に
お
け
る
ラ
ン
ブ
ル
ス
ト

リ
ッ
プ
ス
の
整
備
は
、
正
面
衝
突

事
故
を
減
少
さ
せ
る
も
の
の
、
そ

の
効
果
は
小
さ
く
な
る
と
言
え
ま

す
。つ

ま
り
、
峠
部
や
曲
線
部
に
お

い
て
は
、
ラ
ン
ブ
ル
設
置
の
効
果

が
低
減
す
る
こ
と
か
ら
、
現
地
の

道
路
状
況
に
適
し
た
正
面
衝
突
防

止
策
の
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と

言
え
ま
す
。
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　　図 10 事前事後の正面衝突事故発生状況
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40

20

0

正
面
衝
突
事
故
件
数

四

お
わ
り
に

断

1

　
　

ラ
ン
ブ
ル
は
、
従
来
の
正
面
衝
突
事
故
対
策
に
比
べ
、
安
価
で
、
設
置
、

施
工
、
維
持
管
理
上
の
制
約
が
少
な
い
工
法
で
す
。
特
に
バ
イ
ク
に
対
す
る

安
全
性
は
、
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
や
チ
ャ
ッ
タ
ー
バ
ー
に
比
べ
、
格
段
に
す
ぐ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
連
続
し
て
、
長
い
区
間
に
施
工
で
き
る
の
で
、
結
果
的

に
事
故
防
止
効
果
に
も
優
れ
、
費
用
便
益
も
高
い
対
策
と
言
え
ま
す
。
こ
れ

ら
か
ら
セ
ン
タ
ー
タ
イ
プ
の
ラ
ン
ブ
ル
は
、
正
面
衝
突
事
故
対
策
と
し
て
高

い
有
効
性
が
期
待
で
き
ま
す
。
特
に
北
海
道
の
よ
う
な
積
雪
寒
冷
地
域
に
お

い
て
は
、
分
離
帯
、
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
、
チ
ャ
ッ
タ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
冬
期

間
の
除
雪
作
業
に
お
け
る
道
路
管
理
上
の
支
障
物
と
な
ら
な
い
の
で
、
ラ
ン

ブ
ル
は
、
積
雪
寒
冷
地
域
の
正
面
衝
突
事
故
対
策
と
し
て
は
き
わ
め
て
有
用

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
二
車
線
道
路
に
お
け
る
正
面
衝
突
や
路
外
逸
脱
に
よ
る
重
大
事
故

が
発
生
し
た
場
合
で
も
、
コ
ス
ト
や
沿
道
環
境
の
制
約
か
ら
、
従
来
手
法
で

は
、
積
極
的
な
対
策
が
と
れ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
ラ
ン
ブ
ル

が
有
効
な
対
策
と
し
て
期
待
さ
れ
ま
す
。

一
方
で
、
峠
部
や
曲
線
部
に
お

い
て
は
、
ラ
ン
ブ
ル
設
置
の
効
果
が
低
減
す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
現
地
の

道
路
状
況
に
適
し
た
き
め
の
細
か
い
正
面
衝
突
防
止
策
の
検
討
と
、
そ
の
施

工
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
す
。

《参
考
》

ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
の
詳
し
い
情
報
は
、
道
路
管
理
者
の
現
場
担
当
者
へ
の
情
報

提
供
の
た
め
に
新
技
術
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム

(N
E
T
I
S
)
や
ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(耳
言
"
"
"
"
9
･OB
斂
o
を
＼日
日
ひげ
"
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
は
、
ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
適
切
な
運
用
を
目
的
と

し
た
ラ
ン
ブ
ル
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
整
備
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(案
)
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
出
来
ま
す
。



広
島
県
の
道
路
管
理
に
つ
い
て

i
地
域
協
働
の
視
点
か
ら
j

一

は
じ
め
に

そ
の
よ
う
な
中
で
、
｢自
分
た
ち
の
ま
ち
は
、
自
分
た
ち
で
き
れ
い
に
し

た
い
｣
と
い
う
思
い
か
ら
、
地
域
住
民
等
の
方
々
の
中
に
新
た
な
動
き
が

広
島
県
は
、
南
を
多
島
美
豊
か
な
瀬
戸
内
海
、
北
は
緑
豊
か
な
中
国
山
地

に
囲
ま
れ
、
夏
は
海
水
浴
、
冬
は
ス
キ
ー
も
楽
し
め
る
と
と
も
に
、
西
に
は

日
本
三
景
で
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
宮
島
、
東
に
は
放
浪
記
の
舞
台

と
な
っ
た
尾
道
市
な
ど
が
あ
り
、
自
然
環
境
と
名
所
･
旧
跡
が
豊
富
な
地
域

で
す

(写
真
ー
5
4
)。

県
内
に
は
、
県
が
管
理
す
る
道
路
が
、
約
四
、
二
〇
〇
懸
あ
り
、
名
所

旧
跡
等
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
も
気
軽
に
訪
問
で
き
る
よ
う
、
縦
横
に
道
路
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
整
備
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
道
路
が
着
実
に
整
備
さ
れ
、
道
路
か
ら
の
景
観
も
楽
し
め
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
反
面
、
空
き
缶
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
及
び
煙
草
の
吸

殻
な
ど
の
道
路
へ
の
ポ
イ
捨
て
、道
路
脇
へ
の
大
型
ご
み
の
不
法
投
棄
な
ど
、

心
な
い
一
部
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
道
路
の
景
観
や
機
能
が
損
な
わ
れ
、
残

念
な
寂
し
い
思
い
に
な
る
こ
と
も
現
実
で
あ
り
ま
す
。

写真 2 恐羅漢スキー場



＼"/

＼、

芽
生
え
、
そ
れ
が
具
体
的
な
仕
組
み
ま
で
に
発
展
し
た
の
が
、
県
の
道
路
版

の
ア
ダ
プ
ト
制
度

｢
マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
｣
で
す
。

平
成
=
年
の
試
行
か
ら
始
ま
っ
て
、
本
年
で
一
〇
年
目
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
の
制
度
も
、
今
、
N
P
O
法
人
を
中
核
と
し
た
地
域
協
働
の
視

点
か
ら
新
た
な
ス
テ
ッ
プ
に
移
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容
の
一
部
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二

広
島
県
の
道
路
版
ア
ダ
プ
ト
制
度

ア
ダ
プ
ト
制
度
と
は
、
ア
ダ
プ
ト
が
養
子
縁
組
す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、

地
域
住
民
の
方
々
が
個
人
又
は
団
体
等
で
、
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
域

に
あ
る
道
路
な
ど
の
一
定
区
間
を
わ
が
子
の
よ
う
に
面
倒
を
見
て
い
く
こ

と
、
例
え
ば
ご
み
の
清
掃
や
植
栽
等
を
自
主
的
･自
発
的
に
行
う
と
い
う
仕

組
み
で
、
新
し
い
道
路
管
理
の
形
態
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
の
発
祥
は
、
米
国
の
高
速
道
路
で
の
取
り
組
み
か
ら
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
が
、
現
在
、
日
本
で
も
全
国
各
地
の
自
治
体
等
に
広
が
り
、
ア

ダ
プ
ト
の
対
象
も
道
路
か
ら
河
川
、
海
岸
、
公
園
な
ど
大
き
く
広
が
っ
て
き

て
い
ま
す
。

広
島
県
の
マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
で
は
、
現
在
、
一
万
人
を
超
え
る
方
々

に
活
動
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
目
的
や
仕
組
み
等
は
次
の

と
お
り
で
す
。

I

マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
目
的

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
ア
ダ
プ
ト
活
動
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
の
方
々
に
道

路
は
み
ん
な
の
大
切
な
公
共
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
環
境
保
全
へ
の
意
識

を
高
め
て
い
た
だ
き
、
様
々
な
主
体
が
協
力
し
て
ま
ち
の
顔
と
も
言
え
る
道

路
を
美
し
く
保
っ
て
い
く
こ
と
で
、行
政
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
、

地
域
づ
く
り
や
地
域
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
仕
組
み
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
企
業
や
団
体
に
と
っ
て
は

｢活
動
団
体
｣
に
な
る
こ
と
で
、
社
会

貢
献
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
や
、
実
際
に
具
体
的
な
貢
献
活
動
を

展
開
す
る
こ
と
で
、
道
路
利
用
者
や
地
域
住
民
に
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
ご
み
が
な
い
快
適
な
道
路
環
境
と
い
う

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
と
も
に
、
実
際
の
活

動
や
表
示
板
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
道
路
へ
の
ポ
イ
捨
て
な
ど
に

つ
い
て
抑
止
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。



項 目 概 要

認定の主体
広島県がアダプト活動に意欲を
持つ個人や団体等を認定

認定の要件

①団体、県及び地元市町の三者
で活動に関する契約を締結

②希望する道路の一定区間 (l
o o m 以上) の清掃や緑化等

支援の内容

①アダプトサイン (表示板)の設
置

②活動に伴う傷害 ･損害賠償保
険の加入

③活動経費の一部 (活動奨励金
の交付) を支援

3

マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み

(表
2
)

3 表 -

年 度 概 要

平成 1 1年度
マイロー ドシステムを試行的に

導入

平成 12年度
マイ ロー ドシステムを本格的に
制度運営開始

平成 13年度

活動団体間の連携 ･交流のため
｢マイロード協議会を設立 (事務
局は当初は県が担当、 平成 1 7
年度からは民間へ引き継ぐ。)

平成 14年度

｢広島ラブリバー制度 (河川)｣
制度運営開始
｢せとうち海援隊制度 (海)｣ (他
局所管)制度運営開始

平成 18年度

｢N P O 法人ひろしまアダプト｣
設立認証 (マイロード協議会を
発展的に充実 ･強化)
※平成 19年 4月 6 日に N P O 法人
設立登記

平成 19年度
｢広島県アダプト制度要会則 制定
(土木局所管のアダプト制度の運
営等を統合)

平成 20年度
｢ひろしまアダプト活動支援事業｣
実施

2

マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
歩
み

(表
1
)

4

マ
イ
ロ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
手
続
き
の
流
れ

(図
1
)

マ イ □ - ド 団 体
　

契約書記名押印

　　　　 　　 　 　
申込 中 認定証契約戸部送付 契約霞終日送付

　 　 　

契約書記名押印

　
意

　

　
　

　
　

@ @ @
意貝送付 認定証蝉勺薹御送付 契約者部迭付

　　
　　　　　

　

契約書 (写し) '構成員名簿送付

! 拝具庁罐室鉾室町! =を誉王室室･ l
※ 申込みは県地域事務所、 市町担当課のどちらにもできます。

図 1

、法的こ才h ｣ 、-1. 〔〔^ ^ - ^フ
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マ
イ
ロ
ー
ド
認
定
団
体
の
状
況

(平
成
二
〇
年
四
月
三
0
日
現
在
)

･
団

体

数
…
-
六
五
団
体

･参
加
人
員
…
一
0
、
一
一
〇
人

･
活
動
延
長
…
二
四
四
･
八
蹴

写真 5 マイロード認定団体の活動

三

『N
P
O
法
人
ひ
ろ
し
ま
ア
ダ
プ
ト
｣
の
設
立

ア
ダ
プ
ト
活
動
団
体
同
士
の
連
携
や
交
流
は
、
以
前
は
任
意
団
体
で
あ
る

｢
マ
イ
ロ
ー
ド
協
議
会
｣
が
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
が
、

①

県
内
の
ア
ダ
プ
ト
活
動
の
対
象
が
道
路
だ
け
で
な
く
様
々
な
公
共

施
設
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
こ
と

②

認
定
す
る
機
関
が
県
だ
け
で
な
く
国
や
市
町
、
公
益
法
人
な
ど
に

広
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と

③

任
意
団
体
で
は
、
活
動
の
充
実
に
限
界
が
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
活
動
団
体
か
ら
の
要
望
も
踏
ま
え
て
、
県
内
全
て
の
ア
ダ
プ
ト

活
動
団
体
を
総
合
的
に
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に

｢N
P
O
法
人
ひ
ろ

し
ま
ア
ダ
プ
ト
｣
が
、
昨
年
度
、
協
議
会
を
発
展

･
強
化
さ
せ
て
、
民
間
主

体
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

N
P
O
法
人
の
役
員
は
、
学
識
経
験
、
ま
ち
づ
く
り
や
植
栽
の
専
門
家
、

マ
ス
コ
ミ
関
係
者
、
活
動
団
体
の
代
表
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
今
後

も
充
実
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
活
動
団
体
か
ら
の
様
々
ニ
ー
ズ
に
民

間
の
特
徴
を
生
か
し
て
、
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
N
P
O
法
人
に
は
、
行
政
と
活
動
団
体
と
の
調
整
を
行
う
機
能
も

期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
県
も
地
域
協
働
の
活
動
を
、
官
主
導
で
な
く
官
民
協
働
で
推



進
し
て
い
き
た
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
の
N
P
O
法
人
が
、
県
内
の
ア
ダ

プ
ト
活
動
推
進
の
中
核
と
な
っ
て
い
く
よ
う
支
援
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

N
P
O
法
人
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
実
績
と
し
て
は
、
設
立
さ
れ
た
ば
か
り

の
た
め
、
先
ず
法
人
の
活
動
内
容
を
多
く
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
、
㈲
食
品
容
器
環
境
美
化
団
体
な
ど
様
々
な
団
体
と
連

携
し
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
活
動
報
告
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
催
、
各
種
イ
ベ
ン
ト

へ
の
参
加
、
さ
ら
に
は
機
関
誌
の
発
行
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
な
ど
が
昨

年
度
の
実
績
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
県
で
は
、
こ
の
N
P
O
法
人
が
、
企
画
立
案
力
や
人
材
力
な
ど
の

機
能
強
化
を
図
り
、
官
民
協
働
型
の
管
理
の
中
核
組
織
と
し
て
発
展
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
た
め
、
平
成
二
0
年
度
か
ら
協
働
事
業

を
開
始
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

N
P
O
法
人
設
立
ま
で
の
経
緯

平
成
一
八
年
三
一月

四
日
…

特
定
非
営
利
活
動
法
人
設
立
準
備
委
員
会
開
催

平
成
一
八
年
三
一月
二
七
日
“特
定
非
営
利
活
動
法
人
設
立
認
証
申
請

平
成
一
九
年

三
月
二
八
日

…特
定
非
営
利
活
動
法
人
設
立
認
証
通
知

平
成
一
九
年

四
月

六
日
…法
人
設
立
登
記

(法
人
成
立
)

2

N
P
O
法
人
設
立
の
目
的

県
内
の
道
路
･
河
川
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
土
木
公
共
施
設
を
対
象
と
し

た
ア
ダ
プ
ト
活
動
を
支
援
し
、
行
政
と
住
民
･
民
間
団
体
等
と
の
協
働
に
よ

る
公
共
施
設
管
理
の
充
実
と
活
用
及
び
環
境
の
保
全
並
び
に
公
共
施
設
の
愛

護
機
運
の
促
進
等
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
地
域
の
活
性
化

に
寄
与
す
る
こ
と

きき叙勲又本手は舟』 " -』一 つn n Q に クQ

3

平
成
一
九
年
度
の
主
な
活
動
実
績

(表
3
)

QJ表

口
]月 活動内容

5月 2 1 日 設立記念フォーラムの開催

9 月 1 7 日 アダプト ･ プログラム ･ フォーラム m ひろしまの開催

1 0月 2 7 日 地域協働推進フォーラム三次市の開催 (企画等を受託)

1 0月 3 0 日 江の川文化圏会議 ｢邑南サミット｣ で活動の事例発表

1 l 月 10日 地域協働推進フォーラム廿日市市の開催 (企画等を受託)

1 l月 3 0 日 ~
1 2 月 1 日

国土建設フェアへP R ブースの出展

写真 7 地域協働推進
オーラム

写真 6 設立記念フォーラム



四

『新
た
な
公
｣
か
ら
の
取
組
み
を
推
進

県
で
は
、
平
成
二
〇
年
度
か
ら
、
N
P
O
法
人
ひ
ろ
し
ま
ア
ダ
プ
ト
と
協

働
で

｢ひ
ろ
し
ま
ア
ダ
プ
ト
活
動
支
援
事
業
｣
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

県
の
総
合
計
画

｢元
気
挑
戦
プ
ラ
ン
｣
及
び
そ
の
実
施
計
画
で
は
、
重
点

施
策
と
し
て

『新
し
い

｢自
治
｣
を
築
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
の
中
で
、
地
域
協

働
の
仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
そ
こ
で
掲
げ
て
い
る

｢住
民
自
治
組
織
の
育
成
へ
の
支

援
｣
、
｢協
働
社
会
実
現
に
向
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
｣
と
い
う

施
策
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

｢地
域
の
課
題
は
地
域
自
ら
が
考
え
、
決
定
し
、
解
決
す
る
｣
と
い
う
考

え
方
に
基
づ
き
、
N
P
O
法
人
を
中
核
に
、
県

･
市
町
と
ア
ダ
プ
ト
活
動
団

体
の
三
者
が
、
地
域
協
働
の
た
め
の
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
し

て
い
く
と
と
も
に
、
活
動
団
体
が
新
た
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
な
っ

て
い
く
よ
う
に
、
N
P
O
法
人
の
機
能
を
高
め
中
間
支
援
的
な
活
動
の
よ
り

一
層
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

現
在
、
国
を
中
心
に

｢国
土
形
成
計
画
｣
の
全
国
計
画
と
広
域
地
方
計
画

の
策
定
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
計
画
で
の
大
き
な
特
徴
は
、
環

境
保
全
や
景
観
形
成
を
施
策
の
基
本
方
向
で
示
し
、

、持
続
可
能
な
国
土
の
維

持
や
管
理
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

中
で
も
計
画
の
主
体
と
し
て
、
｢新
た
な
公
｣
と
い
う
表
現
で
住
民
や
N

P
O
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
｢新
た
な
公
｣
の
考
え
方
に
立
っ
て
、

①

多
様
な
主
体
を
活
か
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
現

②

多
様
な
民
間
主
体
の
発
意
･
活
動
を
積
極
的
に
地
域
づ
く
り
に
活

か
す
取
組
み
を
進
め
る

③

多
様
な
主
体
に
よ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め

｢新
た
な
公
｣

を
支
え
る
仕
組
み
を
構
築
す
る

アダプト活動団体

○マイロード認定団体
○ラブリバー認定団体

活
動
の
拡
大

N P O 法人

○活動奨励金の支援
○フォーラムの開催

行政 (南町)

樅礎燐簸灘癈獲琢萩隣糠露慶ぶ焚き謙れ倦導きき導き※"~〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図 2 ひろしまアダプト活動支援事業イメージ

行政 (広島県) 、



"首喀ク〒訪わ " 十一 りn n Q に

な
ど
、
ま
だ
案
の
段
階
で
は
あ
り
ま
す
が
、
計
画
の
中
の
文
言
に
そ
の
想
い

2

ア
ダ
プ
ト
活
動
普
及
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
事
業

(半
額
支
援
)
(表
6
)

針

が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
県
で
も
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
貴
重
な
社

会
資
本
で
あ
る
道
路
の
持
続
可
能
な
維
持
管
理
の
有
力
な
手
法
の
一
つ
と
し

て
、
こ
の
ア
ダ
プ
ト
活
動
を
充
実

･
拡
大
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
、
こ
の

事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た

(図
2
)。

【事
業
の
概
要
】

ー

活
動
団
体
へ
の
奨
励
金
交
付
事
業

(業
務
委
託
)
(表
5
)

RU表

内 容 積 算 等

連
す
法

の
進
0

関
促
P

機
を
N

係
有
と

関
共
県

･
報
を

o

大
情
ム
る

鰔酵
活
相
フ
で

ト
体

、
働

プ
団
め
協

ダ

や
た
が

%

る
人

0灰
邦
難
を

毀離籍
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誹毀
條
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開
淋
対

　　表
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体
す
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P
託
人
卜
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団
望
経

N
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の
ン
化

動
希
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は
務
人
メ
強

活

･
活
為
務
業
法
ジ
能
も

ト
て
に
螫
事
に

、
ネ
機
※

フ
し
体
擾
の
人
い
マ
の
れ

ダ
対
団
支
援
法
行

、等
づ

ア
に
る
を
支
○
を
材
力
図
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･
※

刈
型加

草
付 跡彫

m
ハU

/
P

円
拭沈降

額
00

準
O

標
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五

お
わ
り
に

;
持
続
可
能
な
公
共
施
設
の
管
理
へ
の
新
た
な
一
歩
,

こ
れ
ま
で
、
県
の
ア
ダ
プ
ト
制
度
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
活
動

団
体
を
中
間
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
N
P
O
法
人
ひ
ろ
し
ま

ア
ダ
プ
ト
を
中
心
に
述
べ
て
き
ま
し
た
。

最
近
の
よ
う
に
、
多
く
の
自
治
体
で
道
路
の
維
持
管
理
の
予
算
が
削
減
を

さ
れ
て
い
く
中
で
、
貴
重
な
社
会
資
本
で
あ
る
道
路
を
、
利
用
者
に
と
っ
て

も
快
適
に
、
ま
た
管
理
者
に
お
い
て
も
機
能
を
保
全
し
な
が
ら
大
切
に
か
つ

長
く
維
持
管
理
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
課
題
を
行
政
だ
け
で
解
決
し
て
い
く
に
は
限
界
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。

一
方
で
、
行
政
が
業
務
を
、
N
P
O
法
人
な
ど
民
間
へ
外
部
委
託
す
る
と
、

行
政
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
だ
け
だ
ろ
う
と
誤
解
を
さ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
!

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
授
の
北
川
正
恭
氏
は
、
｢地
方
活
性
化
の
道
は

『依
存
』
か
ら

『自
立
』
へ
｣
と
い
う
雑
誌
へ
の
論
文
の
中
で
、
｢日
本
語
に

直
す
と
、
『
(依
存
)
な
い
も
の
ね
だ
り
』
か
ら

『
(自
立
)
あ
る
も
の
さ
が

し
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(夕
張
市
の
例
を
あ
げ
て
)
行
政
が
立
ち
位
置

を
変
え
、
市
民
化
し
、
市
民
と
の
協
同
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
よ
う
に

な
る
と
、
市
民
と
行
政
は
横
の
関
係
に
な
り
、
W
I
N
ー
W
I
N
の
関
係
と

な
っ
た
こ

(月
刊
誌

｢潮
｣
五
月
号
)
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
行
政
だ
け
が
行
っ
て
き
た
業
務
で
も
、
地
域
と

い
う
目
線
を
持
ち
、
地
域
の
資
源
や
特
徴
を
宝
と
見
て
、
地
域
協
働
を
進
め

て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
地
域
づ
く
り

や
地
域
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

最
初
は
、
小
さ
な
ア
ダ
プ
ト
の
取
組
み
も
、
今
で
は
県
内
で
一
万
人
の
方

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
人
た
ち
が
地
域
の
宝
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

｢あ
る
も
の
さ
が
し
｣
で
、
地
域
の
貴
重
な
宝
を
探
し
発
見
し
、
同
じ
目

線
で
連
携
し
て
、
｢縦
の
社
会
｣
で
は
な
く
共
鳴
す
る

｢横
社
会
｣
で
、

｢説
得
｣
で
は
な
く

｢納
得
｣
の
世
界
で
、
自
分
た
ち
の
大
切
な
道
路
を

一

緒
に
守
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
新
規
事
業
は
、
小
さ
な
一
歩
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
新
し
い
発
想
の
小
さ
な

一
歩
が
大
き
な
一
歩
へ
、
そ
し
て
た
く
さ

ん
の
一
歩
に
増
え
て
い
け
ば
、
大
切
な
道
路
を
良
好
な
状
態
で
、
次
世
代
へ

引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
持
続
可
能
な
公
共
施
設
の
管
理
の
仕
組
み
が
出
来

上
が
っ
て
い
く
も
の
と
思
い
ま
す
。

だ
れ
も
が
住
み
続
け
た
い
地
域
に
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
ア
ダ
プ
ト
活

動
の
充
実

･
拡
大
に
、
活
動
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ

て
、
地
道
に
粘
り
強
く
取
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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広
島
県
橋
梁
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て

一

は
じ
め
に

全
国
的
に
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
組
み
は
広
が
っ
て
き
て
い

る
。
広
島
県
も
、
高
度
成
長
期
に
建
設
さ
れ
た
橋
梁
が
、
近
い
将
来
大
量
更

新
時
代
の
到
来
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
橋
梁
の
維
持
管
理
を
計
画
的
に

行
う
た
め
、
橋
梁
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
導
入
し
、
長
期
的
な
視
点
か

ら
橋
梁
を
効
率
的
･
効
果
的
に
管
理
し
、
既
存
施
設
の
有
効
利
用
、
総
合
コ

ス
ト
の
縮
減
や
予
算
の
平
準
化
を
図
っ
て
い
く
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
一
人
年
三
月
に
、
広
島
県
公
共
土
木
施
設
維
持
管
理
基
本
計
画
を
策

定
さ
れ
、
維
持
管
理
の
基
本
的
な
考
え
方
を
取
り
ま
と
め
た
。
公
共
土
木
施

設
の
う
ち
、
施
設
特
性
や
重
要
度
等
を
指
標
と
し
て
、
道
路
施
設
で
は
橋
梁

と
ト
ン
ネ
ル
を
重
要
施
設
と
し
て
位
置
付
け
、
平
成
二
一
年
度
か
ら
ア
セ
ッ

ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
本
格
運
用
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
、
橋
梁
に
つ
い
て
は
、
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
、
施
設
点
検
の
実
施
、

シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い

て
も
点
検
要
領
を
策
定
し
て
お
り
、
今
年
度
よ
り
本
格
的
に
定
期
点
検
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二

広
島
県
の
橋
梁
に
つ
い
て

広
島
県
は
、
温
暖
な
気
候
で
海

･
山

･
川
と
自
然
豊
か
な
県
で
あ
る
。

瀬
戸
内
の
多
島
美
に
橋
梁
が
架
か
る
景
色
は
ま
さ
に
絶
景
で
あ
る
。
離
島

が
多
く
、
様
々
な
橋
梁
形
式
の
美
し
い
長
大
橋
が
多
数
、
架
か
っ
て
い
る
。

私
も
建
設
に
携
わ
っ
た
安
芸
灘
大
橋

(現
在

…
広
島
県
道
路
公
社
管
理
)

と
い
う
吊
橋
や
斜
長
橋
、
ア
ー
チ
橋
及
び
ト
ラ
ス
橋
等
、
様
々
な
橋
が
架

け
ら
れ
て
い
る
。
全
国
的
に
も
有
名
な
の
は
、
音
戸
の
瀬
戸
に
架
か
る
音

戸
大
橋
や
尾
道
水
道
に
架
か
る
尾
道
大
橋
は
、
ご
存
知
の
方
も
多
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
広
島
県
に
あ
る
美
し
い
橋
梁
を
少
し
写
真
で

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く

(写
真
1
5
4
)。



写真3 内海大橋 (ニールセンローゼ橋 橋長 : 832 m

(中路式ニールセンローゼ橋 橋長 : 5 0 8 m )

(上路式アーチ橋 橋長 : 5 0 0 m )

纒　　
写真7 第二音戸大橋 (仮称) (完成予想図)

写真 5 空港大橋 (仮称)

写真 1 安芸灘大橋 (吊橋 橋長 : 1,1 7 5 m )写真 2 音戸大橋 (ランガー橋 橋長 : 700 mり

-

m

さ
ら
に
、
建
設
中
ま
た
は
計
画

伽

廉

鋤

′

藁
讓

職

中
の
長
大
橋
も
あ
る
o

日
本

一
の

写真 6 豊島大橋 (仮称) (吊橋 橋長 : 9 0 9 m )

写真 4 早瀬大橋 (トラス橋 橋長 : 623 m

規
模
を
誇
る
ア
ー
チ
橋
の
空
港
大

R　

橋

(仮
称
)、
豊
島
大
橋

(仮
称
)、

m

第
二
音
戸
大
橋

(仮
称
)
(写
真

つ　

5
;
7
)
な
ど
だ
。
こ
れ
ら
の
長

十

大
橋
が
多
い
の
も
広
島
県
の
特
徴

戍

で
は
な
か
ろ
う
か
o

こ
れ
ら
の
長

勘

大
橋
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
真

椒

剣
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

勉
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図 1 建設年度別の橋梁分析 ･橋梁箇所分布

　　　図

広
島
県
が
管
理
す
る
橋
梁

は
、
政
令
市
で
あ
る
広
島
市

管
理
分
や
市
町
へ
の
権
限
委

譲
分
を
除
き
、
現
在
約
三
、

五
0
0
橋
あ
り
、
こ
の
う
ち
、

建
設
後
五
〇
年
を
経
過
す
る

高
齢
化
橋
梁
は
、
約
七
〇
〇

橋
で
全
体
の
二
0
%
を
占
め

る
。
今
後
二
〇
年
後
に
は
、

こ
の
割
合
が
六
0
%
を
占

め
、
急
速
に
高
齢
化
橋
梁
が

増
大
す
る

(
図
1

･
2
)
。

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
橋
梁
も

数
十
年
後
に
は
、
大
規
模
な

補
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

今
後
、
増
大
が
見
込
ま
れ
る

橋
梁
の
修
繕
･
架
替
え
に
要

す
る
経
費
に
対
し
、
可
能
な

限
り
の
コ
ス
ト
縮
減
へ
の
取

組
み
が
不
可
欠
で
あ
る

(図

3
)
0
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R

そ

累

　
　
　
　

建設後5 0年以上の橋



室

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
組
一み

本
県
で
は
現
在
、
既
存
施
設
の
有
効
利
用
や
維
持
修
繕
費
を
含
め
た
総
合

コ
ス
ト
の
縮
減
及
び
施
設
の
長
寿
命
化
を
図
る
た
め
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
点
検
デ
ー
タ
の
蓄
積
と

点
検
能
力
の
向
上
で
あ
る
。
点
検
は
、
五
年
に
一
回
の
サ
イ
ク
ル
で
定
期
点

検
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成

一
七
年
度
よ
り
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

に
よ
る
点
検
を
開
始
し
、
平
成

一
九
年
度
末
ま
で
に
約
二
、七
0
0
橋
の
点

検
が
完
了
し
て
い
る
。
平
成

一
人
年
度
よ
り

一
部
橋
梁
に
お
い
て
、
職
員
に

よ
る
直
営
点
検
も
実
施
し
て
い
る
。
損
傷
の
判
断
は
点
検
者
が
行
う
た
め
、

点
検
結
果
に
バ
ラ
つ
き
が
生
じ
な
い
よ
う
技
術
力
の
向
上
、
維
持
が
重
要
で

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

あ
る
。
こ
の
技
術
力
は
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に

は
、
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
周
知
及
び
技
術
向
上

に
向
け
、
県
職
員
、
点
検
委
託
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
市
町
職
員
向
け
に
研
修

を
実
施
し
て
い
る
。
定
期
点
検
の
結
果
、
損
傷
が
発
見
さ
れ
た
事
例
を
い
く

つ
か
次
に
示
す

(写
真
8
･
9
)。

こ
れ
ら
の
得
ら
れ
た
点
検
デ
ー
タ
を
も
と
に
橋
梁
の
健
全
度
評
価
を
行

う
。
本
県
で
は
、
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
広
島
県
橋
梁
維
持
管
理
検
討
委
員

会
を
設
置
し
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
健
全
度
の
評
価

方
法
、
劣
化
予
測
方
法
さ
ら
に
は
、
今
後
の
維
持
管
理
の
シ
ナ
リ
オ
等
に
つ

い
て
審
議
し
て
い
た
だ
い
た
。

o

　

　

　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　

　0ぬ



広
島
県
で
は
、
小
規
模
な
橋
か

ら
大
規
模
な
橋
梁
、
跨
線
橋
･
跨

道
橋
な
ど
多
様
な
橋
梁
を
管
理
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
を

一
括
し
て
管

理
す
る
こ
と
は
効
果
的
で
な
い
た

め
特
性
に
よ
り
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を

行
い
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
維
持
管
理

手
法
を
設
定
す
る
こ
と
が
合
理
的

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
毎

に
管
理
水
準
･
目
標
を
設
定
す
る

こ
と
に
し
た
。
表
1
に
示
す
よ
う

に
補
修
時
の
施
工
性
や
社
会
的
影

響
等
に
も
配
慮
し
て
、
橋
梁
の
重

要
度
と
復
旧
の
容
易
さ
で
グ
ル
ー

ピ
ン
グ
を
行

っ
た
。

目
標
と
す
る
管
理
水
準
は
、
予

防
維
持
管
理
、
事
後
維
持
管
理
、

要
監
視
の
三
通
り
と
し
、
こ
れ
ら

の
管
理
水
準
に
対
す
る
健
全
度
区

分
と
し
て
、
健
全
度

｢
5
｣
及
び

｢
4
｣
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
補

修
す
る
必
要
が
な
く
、
健
全
度

｢
3
｣
及
び

｢
2
｣
に
つ
い
て
は

補
修
の
必
要
性
の
可
能
性
の
高
い

損
傷
で
あ
る
た
め
、
予
防
維
持
管

表 2 管理水準に対する健全度区分

健全度 対策区分の判定の内容
管理水準･目標 (維持管理手法)

グループ 1 グループ 2 グループ 3 グループ 4 グルーフo 5

に
U

定期点検の結果
、

損傷が認
められない。

定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

月
叫

観
要

過
必

経
(

、
る
↓

o

め
あ
酌

た
が
獅

い
要
鞠

さ
必
週

小
う
て

が
行

じ

傷
を
応

損
察
に

要監視 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検

3 ~ 2
検
に

策
要

対
必

、め
る
丸

た
あ
査

い
が
調

き
要
綱

必
詳

が
る
て

傷
す
じ

損
討
応

離
籍

防
理
討

予
管
検

視監要 視監要

視監要 撤瑚寺
修
施

維
補
壊

防
理
討

予
管
検

、
修
脆

維
補
壊

防
理
討

予
管
検

｣ 椴礬詠臟
損
た
の
緊 鴬糠修

轆
癇
･

期後の事
詑鰯孵

表 1 橋梁の重要度と復旧の容易さでのグルーピング

重 要 度

跨線･跨道橋 渡海橋 第1次緊急輸送道路 その他

復

旧

の
容

易

さ

吊橋や斜張橋等の
特殊橋梁･長大橋

プ一ルグ ん乙プ一ルグ う、〕プテの

橋長が15 m 以上の

橋梁
ハ乙プ一し

レ勿 プ一ル 作れTプ一ルグ

その他 うりプ一ルグ 灰
Jプ一ル に

〕プ一ルグ



理
と
し
、
健
全
度

｢
1
｣
に
つ
い
て
は
、
緊
急
性
に
至
っ
た
損
傷
で
あ
る
た

設
定
や
地
域
区
分
の
判
定
な
ど
の
妥
当
性
を
再
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え

め
、
事
後
維
持
管
理
と
し
た

(表
2
)。

て
い
る
。

健
全
度
の
把
握
及
び
日
常
的
な
維
持
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
と
と

も
に
、
予
防
的
な
修
繕
等
の
実
施
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
修
繕
･
架
替

え
に
係
る
事
業
費
の
大
規
模
化
及
び
高
コ
ス
ト
化
を
回
避
し
、
予
算
の
平
準

化
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
縮
減
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
中
長
期
計
画
を
算
定
す
る
際
、
将
来
の
コ
ス
ト
が
最
小
と
な

る
補
修
シ
ナ
リ
オ
を
設
定
し
、
効
率
的
な
年
間
投
資
額
を
算
定
す
る
。
ま
た
、

個
々
の
橋
梁
に
お
い
て
の
修
繕
計
画
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
順
、
バ
ス
路

線
や
迂
回
路
の
有
無
、
交
通
量
等
を
考
慮
し
、
優
先
順
位
を
決
定
し
、
予
算

と
調
整
を
行
い
な
が
ら
、
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
将
来
コ
ス
ト
が

最
小
と
な
る
シ
ナ
リ
オ
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
初
期
の
対
策
に
多
額
の

費
用
が
必
要
と
な
り
、
想
定
す
る
予
算
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
う
。
シ
ナ
リ

オ
優
先
や
予
算
優
先
の
ケ
ー
ス
で
の
様
々
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し

た
結
果
、
健
全
度

｢3
｣
の
段
階
で
対
策
を
実
施
す
る
が
、
予
算
額
を
優
先

し
た
場
合
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、予
防
保
全
と
事
後
保
全
を
比
較
し
た
場
合
、

今
後
六
〇
年
間
で
約
三
〇
〇
億
円

(約
三
割
)
の
コ
ス
ト
縮
減
が
見
込
ま
れ

る
結
果
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
検
討
に
は
、
未
点
検
の
橋
梁
や
建
設
中
の
橋
梁
、

ま
た
、
有
料
道
路
事
業
で
整
備
し
た
道
路
の
償
還
期
間
が
完
了
し
た
後
に
、

広
島
県
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
る
橋
梁
等
も
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
精
度

向
上
が
今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
と

に
橋
梁
の
長
寿
命
化
修
繕
計
画
を
策
定
し
、
今
後
、
計
画
的
に
修
繕
を
実
施

し
、
橋
梁
の
効
率
的

･
効
果
的
な
安
全
管
理
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
県
内
の
橋
梁
点
検
は
約
七
割
程
度
で
あ
り
、
引
き
続
き
未
点
検
の
橋

梁
の
箇
所
の
点
検
を
行
い
、
精
度
を
高
め
、
デ
ー
タ
蓄
積
後
に
劣
化
曲
線
の

て
い
る
。

五

最
後
に

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
く
上
で
必
要
な
の
は
、
損
傷

･

劣
化
等
の
異
常
を
見
つ
け
る
点
検
者
の
技
術
力
の
向
上
と
点
検
結
果
、
補
修

履
歴
等
の
デ
ー
タ
蓄
積
･
活
用
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
点
検
を
通
し
て
、

橋
梁
の
異
常
を
発
見
し
、
適
時

･
適
切
な
対
応
を
取
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の

維
持
管
理
に
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
予
算
の
確
保
も
重
要
な
課

題
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
を
住
民
等
へ
公
表
、
説
明
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
今
後
の
進
め
方
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
私
自
身
、
公
共
事
業

の
執
行
の
一
部
を
担
う
技
術
者
と
し
て
、
引
き
続
き
、
熱
い
気
持
ち
で
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
の
で
ご
指
導
願
い
た
い
。

参
考
文
献
"広
島
県
橋
梁
維
持
管
理
検
討
委
員
会
報
告
書

広
島
県
定
期
点
検
要
領

広
島
県
公
共
土
木
施
設
維
持
管
理
基
本
計
画



鑄腰
額
さ
ぞ
"ぎ
葵
き
ぬ
きさ
穏いき
き
"
さ
れ
ぶ蓑
おき
き
ざ
糞勁麩淺ゼ
ミ
ぶも
さ
き
さ
さ
さ
が
きでき
ミ
さ
ぞまま"
さ
じ
さ
きき
き
さ
き

≦ゞ
き
きいき榊

拶
熱

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
全
通
(明
石
海
峡
大
橋
)

一
〇
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
㈱

…

一

は
じ
め
に

本
年
四
月
五
日
で
、
明
石
海
峡
大
橋
が
開
通
し
て
一
〇
年
が
経
過
し
、
神

戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
は
全
通
一
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。こ
れ
を
契
機
に
、

本
州
と
四
国
が
直
結
し
た
意
義
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
本
道
路
の
さ
ら

な
る
利
用
促
進
や
本
道
路
の
活
用
に
よ
る
連
携

･
交
流
を
と
お
し
、
よ
り

一

層
の
地
域

･
街
づ
く
り
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
兵
庫
県
、

徳
島
県
及
び
神
戸
市
を
は
じ
め
、
一
人
機
関
に
よ
る
実
行
委
員
会
を
組
織
し

て
、

一
0
周
年
記
念
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
状
況
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

二

記
念
事
業
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

四
月
五
日
の
三

時
0
0
分
か
ら
、
淡
路
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
下
り
線
の
明

石
海
峡
大
橋
が
望
め
る
展
望
広
場
に
お
い
て
、
記
念
事
業
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

セ
レ
モ
ニ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、
一
〇
年
前
の

四
月
五
日
に
生
ま
れ
た
地
元
小
学
生
六
名
に
よ
る
開
会
宣
言

(写
真
1
)
を

皮
切
り
に
、
井
戸
兵
庫
県
知
事
、
飯
泉
徳
島
県
知
事
、
本
州
四
国
連
絡
高
速

道
路
㈱
の
伊
藤
社
長
に
よ
る
挨
拶
の
後
、
実
行
委
員
会
代
表
に
小
学
生
六
名

も
加
わ
っ
て
、
｢く
す
玉

　
　
　
　
　

　
　
　　

　
　
　

　
　
　

　　
　
　　

し
た
。
最
後
は
、
本
四
高

鱸
鬱
々
さ≧

螂

、
“
キ

.

速
キ
ャ
ラ
ク
タ
1

｢わ
た

、
滋

,!競
願

一巡
群
の

M真へ写

　　

　

　　
　

ガ
ー

　
　
　

る
｣
と
と
も
に
、
兵
庫
県

の

｢
は
ば
タ
ン
｣
、
徳
島

県
の

｢す
だ
ち
君
｣
、
明

石
市
の

｢時
の
わ
ら
し
｣



が
紹
介
さ
れ
、
会
場
を
盛
り

　
　
　
　
　　
　
　
　　

　
　

　

熱ゞ
迂さ
きに餓
滋
叙
艘隧
讓

-

上
げ
ま
し
た
o

三

記
念
フ
オ
ー
ラ
ム

　　　　　
　　
　
　

,(

。

月
五
日
一
三
時
三
〇
分
よ
り

凝
議
製
さ鎚
讓
溌
榊
榊
銘

!

淡
路
夢
舞
台
国
際
袋
載
場
に

鞠
嬢
さ
湧轢
き朧
讓
-讓

皸
ぉ
ぃ
て
、
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

　　
　
　　　
　　　　
　　　

狂
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
o

井
戸

く

知
事
の
開
会
挨
拶
の
後
、
本

戴
四
高
速
の
伊
藤
社
長
が

｢地

写

域
と
と
も
に
歩
む
企
業
と
し

て
｣
と
題
し
た
報
告
を
行
い
、

続
い
て
、
グ
レ
ー
ト
ベ
ル
ト
橋
の
架
橋
地
点
に
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク

･
コ
ル
ソ

ー
ル
市
の
前
市
長
で
あ
る
フ
レ
ミ
ン
グ

･
エ
リ
ク
セ
ン
氏
が

｢グ
レ
ー
ト
ベ

ル
ト
橋
を
活
用
し
た
地
域
連
携
に
つ
い
て
｣
と
題
し
た
基
調
講
演
を
さ
れ
ま

し
た
。
最
後
に
は
、
流
通
科
学
大
学
の
近
藤
勝
直
先
生
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
に
本
四
高
速
の
星
野
副
社
長
も
加
わ
っ
て
、
｢架
橋
に
よ
る
地
域
間
連
携
、

そ
し
て
地
域
活
性
化

へ
｣
を
テ
ー
マ
に
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
他
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
、
フ
レ
ミ
ン
グ

･
エ
リ
ク
セ
ン
氏
、

辻
本
智
子
氏

(㈱
辻
本
智
子
環
境
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
代
表
)、
久
門
渡
氏

(㈱
フ
ァ
ー
ム
代
表
)、
そ
し
て
、
中
田
勝
久
氏

(淡
路
島
民
会
議
会
長
)
が

参
加
さ
れ
ま
し
た
。

四

お
客
様
感
謝
デ
ー
n

淡
路
S
A

(写
真
4
)

写真 3 記念フォーラム

間
の
お
客
様
の
ご
愛
顧
に
感
謝

“

榊
黙

し
、
四
月
五
日
を
お
客
様
感
謝
デ

瀰

ー
と
し
て
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。
サ
ー
ビ
ス
エ

リ
ア
の
園
地
を
中
心
に
、
淡
路
ビ

ー
フ
の
丸
焼
き
試
食
や
サ
イ
コ
ロ

ゲ
ー
ム

･
ダ
ル
マ
落
と
し
な
ど
の

ゲ
ー
ム
、
パ
ト
カ
ー

･
白
バ
ィ

.

褒
賞鬘
遂

　
　
　　
　　

維
持
作
業
車
の
展
示
、
地
産
野

　
　

　

菜
･
果
物
な
ど
の
格
安
販
売
な
ど

“詠
歎
鬘
巡
逆P

　　
　
　　
　
　　
　

が
、
ま
た
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ

犠
瀦

モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
た
展
望
広
場
の

鰡

メ
ん

禮

特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
宮
地
真
緒

^

さ
ん
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
や
、
ス
ト

バ

リ
ー
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ー

･
マ
ジ
シ

‘

ヤ
ン
に
よ
る
ス
テ
}
ジ
イ
ベ
ン
ト

観
“

“
蝨
ぬI起
ば

が
行
ゎ
れ
、
ご
家
族
づ
れ
を
始
め

榊
螂
"

多
く
の
お
客
様
に
イ
ベ
ン
ト
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

写真4 お客様感謝デー

　　 　　　　　　　　　 らn ^ 0 に



表 橋の体験イベント一覧

イベント名 期 間 実施概要

明石海峡大橋淡路側塔頃体験 4 月 1 9 日(土)
、

20日(日) 道の駅 ｢あわじ｣ から明石海峡大橋淡路
側主塔の塔項へ登る。

大鳴門橋うず潮ウォーク nH]日蜷よ毯口
]"日

N
路襖髭姉ザ纐働

も
路
歩

淡
を

大鳴門橋探検ツアー 口
]日燧は日目

"
路理管れ

ソ
主力上をジイ

"
し力ンア餓

も
円
歩

鳴
を

明石海峡大橋を歩いて渡る
海峡 淡路島ハイク 仕hH]

1 9月ワ!
公矢

口淡てい歩Lを路纏
れ

ち
-

カ

ォ

園
ウ

公
で齋隊

五

橋
の
体
験
イ
ベ
ン
ト

(写
真
5
)

一
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
明
石

※ この他、 昨年も実施している明石海峡大橋海上ウオークの実施が今秋に予定されています。o

海
峡
大
橋
や
大
鳴
門
橋
を
使
い
、

封

表
に
示
す
一
般
の
方
が
参
加
で
き

る
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
最
初
の
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
、
明
石
海
峡
大
橋
淡
路

側
塔
頂
ツ
ア
ー
が
、
四
月

一
九
、

二
〇
日
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
両

日
と
も
天
候
に
恵
ま
れ
、
四
一
〇
名
の
方
に
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
初

日
の
第

一
班
に
は
、
結
婚

一
〇
周
年
を
迎
え
た
一
五
組
三
〇
名
に
ご
参
加
い

た
だ
き
、
海
抜
三
〇
0
m
か
ら
の
神
戸
･
明
石
や
淡
路
島
の
景
色
を
楽
し
ま

れ
ま
し
た
。

穴

情
報
発
信
事
業

一
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
や
地
域
情
報
を
広
く
P
R
す
る
た
め
に
、
実
行

委
員
会
に
よ
り
ポ
ス
タ
ー
と
イ
ベ
ン
ト
情
報
ガ
イ
ド

(春
版
)
を
三
月
初
め

に
発
行
し
、
五
月
中
旬
に
は
イ
ベ
ン
ト
情
報
ガ
イ
ド

(夏
版
)
を
発
行
し
ま

し
た

(写
真
6
)。
ま
た
、
五
月

一
九
~
二
一
日
に
東
京

･
有
楽
町
の
ふ
る

さ
と
情
報
プ
ラ
ザ
に
お
い
て
、
『わ
た
ろ
う
、
せ
と
う
ち
!

お
か
げ
様
で



神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
は
全
通
10
周
年
-
』
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す
。

七

あ
わ
じ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ジ
ャ
ン
ボ
U
-
2
0
0
8

(写
真
7
)

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
が
通
っ
て
い
る
淡
路
島
で
は
、
淡
路
島
の
3
市

や
兵
庫
県
淡
路
県
民
局
そ
の
他
の
関
連
団
体
を
構
成
員
に
神
戸
淡
路
鳴
門
自

動
車
道
全
通
一
0
周
年
記
念
事
業
･
淡
路
実
行
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
実
行
委
員
会
で
は
、
前
述
の

｢橋
の
体
験
イ
ベ
ン
ト
｣
の
う
ち
、

淡
路
島
に
係
わ
る
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
淡
路
夢
舞
台
野
外
劇

　　　　
　

　
　

　

人を"》≧
＼
　　　　

　
　　　
　
　

写真 7 あわじミュージックジャンボリ

場
に
お
い
て
、
｢あ
わ
じ

ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
ジ
ヤ
ン

ボ
リ
ー
2
0
0
8
｣
を

開
催
し
ま
し
た
。

｢あ
わ
じ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー
2
0

0
8
｣
は
、
社
会
人
を

中
心
に
編
成
す
る
ア
マ

チ

ュ
ア
バ
ン
ド
に
よ
る

大
規
模
な
野
外
音
楽
祭

で
、
沿
線
各
地
か
ら
全

国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実

力
バ
ン
ド
が
淡
路
に
集

結
し
、
四
月
五
日
の

せ
o
霧

□
"
に
は
ロ
ッ
ク
、

フ

ュ
ー
ジ

ョ
ン
、

カ

ン

ト
リ
ー
ウ

エ
ス
タ
ン
な

ど
の

一
三
バ
ン
ド
が
、
翌
六
日
の
一講
N
□
環
に
は
ジ
ャ
ズ
の

三

一バ
ン
ド
が
、

熱
演
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。

八

最
後
に

こ
の
よ
う
に
記
念
事
業
は
順
調
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
兵
庫

県
、
徳
島
県
や
神
戸
市
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
の
方
々
の
ご
協
力
に
、

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
誌
面
の
都
合
上
、
全
て
の
記
念
事
業
を
掲
載

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
、
半
年
の
間
に
、
関
係
機
関
に
よ
り
様
々
な
記
念
事
業
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
関
係
地
域
の
連
携

･
交
流
が
活
発
化
す
る
よ
う
、
皆
様
の

ま
す
ま
す
の
ご
支
援

･
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
な
お
、
当
社
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
に
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
全
通
一
〇
周
年
の
サ
イ
ト
を
設
け
て

お
り
ま
す
の
で
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
等
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
下
さ
い
。

《参
考
》
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
全
通
一
〇
周
年
の
イ
ベ
ン
ト
サ
イ
ト

U
R
L
=
け
琶
"
"
"
"
き
-g
扇
町
-8
を
＼5
軒
＼



孤震
盪
き
ざ
き
れませ藝
多
淺
災
ミ
ド
も
ぎ
ネ
ミ
菱
鰹ふさ
ぎ
ゞ
終
さ
き
き
ゞ
さ
欺
き
Y
む
き
▲
条℃
}
~
}
多◆
き
}ま
き
ミ
もぎ
が
入
ま
き
ゞ
き
く
雲
逕
榊
榊
"

瀬
戸
大
橋
脚
週
二
〇
周
年
謳
全
事
業
に
つ
い
て

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
㈱

一

は
じ
め
に

昭
和
六
三
年
四
月
一
〇
日
に
開
通
し
た
瀬
戸
大
橋
(瀬
戸
中
央
自
動
車
道
)

が
、
こ
の
春
二
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

瀬
戸
大
橋
開
通
二
〇
周
年
を
祝

う
た
め
に
、
地
元
の
岡
山
県
と
香
川
県
は

｢瀬
戸
大
橋
開
通
二
0
周
年
記
念

事
業
実
行
委
員
会
｣
を
立
ち
上
げ
て
、
四
月
三

一日

(土
)
に
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
イ
ベ
ン
ト
、
翌

一
三
日

(日
)
に
瀬
戸
大
橋
橋
上
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、

秋
ま
で
の
半
年
を
二
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
期
間
と
し
ま
し
た
。
弊
社
も
オ

ー
プ
ニ
ン
グ
等
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
出
来
る
限
り
共
同
開
催
す
る
こ
と
と

し
、
橋
上
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
後
援
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

二

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

[四
月
三

日

(土
)
一
〇
時
0
0
分
~

=
時
0
0
分

快
晴
]

-

記
念
式
典
等

(与
島
プ
ラ
ザ

正
面
ス
テ
ー
ジ
)

記
念
式
典
は
主
催
者
の
石
井
岡
山
県
知
事
、
真
鍋
香
川
県
知
事
、
本
州
四

国
連
絡
高
速
道
路
㈱
の
伊
藤

社
長
の
挨
拶

(写
真
1
)
か

ら
始
ま
り
、
岡
山
県
選
出
国

会
議
員
を
代
表
し
て
江
田
五

月
参
議
院
議
長
、
香
川
県
選

出
国
会
議
員
を
代
表
し
て
平

井
た
く
や
国
土
交
通
副
大
臣

か
ら
来
賓
祝
辞
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
来
賓
紹
介
の
後
、

香
川
県
及
び
岡
山
県
が
瀬
戸

大
橋
開
通
二
〇
周
年
を
記
念

し
て
募
集
し
ま
し
た

｢文
芸

作
品
コ
ン
ク
ー
ル
｣
の
受
賞

者
の
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
表
彰
式
で
は
、
ミ
ス
坂

鐵薹

写真 1 主催者挨拶 (伊藤本四高速社長)



代
表
す
る
桜
｣
が
、
両
県
知
事
･
両
県
議
会
議
長
･
本
四
高
速
社
長
に
よ
り

植
樹
さ
れ
ま
し
た

(写
真
3
)。

三

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト

[四
月
三

日

(土
)
-
一
時
二
〇
分
~

一
六
時
0
0
分

快
晴
]

ー

第
一会
場

(与
島
プ
ラ
ザ

正
面
ス
テ
ー
ジ
)

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
は
、
竜
王
保
育
園

(倉
敷
市
)

･
ル
ン
ビ
ニ
幼

稚
園

(坂
出
市
)
の
園
児
に
よ
る
鼓
笛
隊
演
奏
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
引

き
続
き
、
心
花
~
六
臭
自
営
D~
者
暮
宝
費
.
コ
ン
サ
ー
ト
に
移
り
、
瀬
戸
大

橋
開
通
三
0
周
年
を
記
念
し
て
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た

｢架
け
橋
の
向
こ
う
に
｣

な
ど
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
香
川
県
の
郷
土
芸
能

｢塩
飽
お
舟
唄

(坂
出
市
)｣
･
｢鍬
お

ど
り

(三
豊
市
)｣
、
岡

〉{

魔

ト
、

ソ

写真4 沢田知可子さん、 中西圭三さんによる
デュエット

　　　
　

や
踊
り
連

(岡
山
市
)｣

　　　　　　　　　
　
　　

進駐
兇
を
灸

幟
添

ン
ト
の
ト
リ
を

つ
と
め

る
岡
山
県
出
身
の
中
西

圭
三
さ
ん
の
コ
ン
サ
ー

ト
の
出
だ
し
で
は
、
沢

田
さ
ん
と
中
西
さ
ん
の

彌
纖
藁

-

褒淺
、癩
濃

　
　
　

デ
ュ
エ
ッ
ト
を
聴
く
こ

騨讓騨≧美喜嚢艫章三三三宝礬鬮
観瀰覊夫糟開通2 0周箪鬘

出
と
倉
敷
小
町
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
華
を
そ
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
心
花
の
二
人
の
琴
演
奏
が
流
れ
る
な
か
で
、
今
年
二
〇
歳
を

迎
え
る
岡
山
県
六
名
･
香
川
県
五
名
の
新
成
人
た
ち
に
よ
る
共
同
宣
言

｢誓

い
の
言
葉
｣
が
読
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た

(写
真
2
)。
式
典
は
、
引
き
続
き

行
わ
れ
ま
し
た
主
催
者
･
来
賓
代
表
･新
成
人

=
名
に
よ
る

｢く
す
玉
開

披
｣
で
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
ま
し
た
。

写真 3 記念植樹

2

記
念
植
樹

(与
島
プ
ラ
ザ

フ
ー
ド
コ
ー
ト
前
)

記
念
式
典
に
引
き
続
き
、場
所
を
移
動
し
て
記
念
植
樹
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

倉
敷
小
町

･
ミ
ス
坂
出
及
び
新
成
人
に
も
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
、
岡
山
県

｢県
木
ア
カ
マ
ツ
｣

･
香
川
県

｢県
木
オ
リ
ー
ブ
｣

･
本
四
高
速

｢日
本
を

んしき　

　

20歳新成人による共同宣言



と
が
出
来
ま
し
た

(写
真
4
)。

2

第
二
会
場

(フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
マ
ン
ズ

･
ワ
ー
フ
)

第
二
会
場
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
マ
ン
ズ

･
ワ
ー
フ
で
は
、
勇
壮
な
坂
出
市

｢太
鼓
台
競
演
｣
(写
真
5
)
で
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
て
、

松
原
美
香

｢童
謡
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ョ
ー
｣
、
ピ

エ
ロ
マ
サ
ヒ
ロ
の

｢
マ
ジ
ッ

ク
バ
ル
ー
ン
シ
ョ
ー
｣
、
｢
お
し
り
か
じ
り
虫
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
シ
ョ
ー
｣
と

各
二
回
ず
つ
出
演
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
お
し
り
か
じ
り
虫
の
シ
ョ
ー
ま

子
供
た
ち
に
大
好
評
で
記
念
撮
影
会
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
瀬
戸
大
橋

0
×
ク
イ
ズ

(賞
品
付
き
)

が
同
会
場
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

3

ス
テ
ー
ジ
以
外
の催

し
も
の

写真 5 香川県坂出市の ｢太鼓台競演｣

ス
テ
!
ジ
以
外
で
は
、
第

一
会
場
で
野
点

(抹
茶
と
和

菓
子
の
振
る
舞
い
)、
第
二
会

場
で
ふ
わ
ふ
わ
ド
ー
ム

(オ

リ
ー
ブ
ち
ゃ
ん
)、
両
会
場
で

物
産
展
、
瀬
戸
大
橋
上
空
で

は
航
空
自
衛
隊
の
飛
行
チ
ー

ム

｢
ブ
ル
ー
イ

ン
パ
ル
ス
｣

の
記
念
飛
行
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

四

瀬
戸
大
橋
橋
上
イ
ベ
ン
ト

[四
月
一
三
日

(日
)

九
時
0
0
分
~

一
二
時
0
0
分

曇
]

二
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
目
玉
と
し
て
、
岡
山
県

･
香
川
県
の

｢瀬
戸

大
橋
開
通
二
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
｣
主
催
に
よ
る
健
康
ウ
ォ
ー

ク
･
健
康
ジ
ョ
ギ
ン
グ
･
健
康
マ
ラ
ソ
ン
が
、
瀬
戸
大
橋

(児
島
I
C
~
坂

出
I
C
間
)
を
八
時
0
0
分
~

-
三
時
0
0
分
ま
で
通
行
止
め
に
し
て
開
催

さ
れ
ま
し
た

(写
真
6
;
8
)。
橋
上
イ
ベ
ン
ト
は
、
瀬
戸
大
橋
の
上
り
線

を
使
用
し
て
行
わ
れ
、
下
り
線
は
緊
急
車
両
用
に
確
保
さ
れ
ま
し
た
。
瀬
戸

大
橋
開
通
五
周
年
時
の
瀬
戸
大
橋
橋
上
ウ
ォ
ー
ク
は
、
一
般
通
行
車
両
用
に

片
側
車
線
を
対
面
通
行
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
回
は
岡
山
･
香
川

両
県
警
か
ら
絶
対
安
全
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
通
行
止
め
に
よ
る
実
施
と

の
条
件
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

イに

1

健
康
ウ
ォ
ー
ク

(五
細
)

参
加
者
数

五
、
0
六
一
人

(事
前
募
集

五
、
0
0
0
人

参
加
料

二
、
五
0
0
円
)

コ

ー

ス

鷲
羽
山
ト
ン
ネ
ル
北
口
~
櫃
石
島
折
返
し
~
鷲
羽
山
ト
ン
ネ

ル
北
口

2

健
康
ジ
ョ
ギ
ン
グ

(八
蝿
)

参
加
者
数

｢
八
二
九
人

(事
前
募
集

二
、
0
0
0
人

参
加
料

三
、
五
〇
0
円
)

コ

ー

ス

鷲
羽
山
ト
ン
ネ
ル
北
口
~
岩
黒
島
折
返
し
~
鷲
羽
山
ト
ン
ネ

ル
北
口



ンゞ

　　

　

　

写真 8 健康マラソンの参加ランナー

送
で
事
な
き
を
得
ま
し
た
。

通
行
止
め
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル

対
策
に
つ
い
て
も
現
場
対

応
、
電
話
対
応
と
も
に
大
き

な
混
乱
も
無
く
、
ま
た
、
イ

ベ
ン
ト
終
了
後
の
規
制
機
材

等
の
撤
収
も
順
調
に
行
わ
れ

て
、
予
定
ど
お
り

一
三
時
0

0
分
に
は
通
行
止
め
を
解
除

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

五

最
後
に

瀬
戸
大
橋
開
通
二
〇
周
年

記
念
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ

モ
ニ
ー

･
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
イ

ベ
ン
ト

･
橋
上
イ

ベ
ン
ト

は
、
岡
山
県

･
香
川
県
を
は

4 6 "首帷数千両わ " 十一 ? n n R R

3

健
康
マ
ラ
ソ
ン

(
一
五
m
)

参
加
者
数

四
、
四
人
七
人

(事
前
募
集

五
、
0
O
0
人

参
加
料

五
、
0
0
0
円
)

コ

ー

ス

与
島
~
番
の
州
折
返
し
~
岩
里
m島
折
返
し
~
与
島

橋
上
イ
ベ
ン
ト
は
、
心
配
さ
れ
た
天
気
も
保
ち
、
予
定
ど
お
り
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
マ
ラ
ソ
ン
参
加
中
の
六
五
歳
の
男
性
が
倒
れ
て
意
識
を
失
わ
れ
ま

し
た
が
、
参
加
中
の
ラ
ン
ナ
ー
の
緊
急
救
護

･
救
急
車
に
よ
る
病
院
へ
の
報

じ
め
と
す
る
関
係
機
関
の
協
力
及
び
地
元
の
方
々
の
ご
理
解
に
よ
り
盛
況
の

う
ち
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
二
0
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
は
冒
頭
に
も
申
し
ま

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
始
ま
り
で
秋
ま
で
続
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、地
元
の
方
々
や
瀬
戸
大
橋
を
ご
利
用
い
た
だ
く
お
客
様
に
、

心
よ
り
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
イ
ベ
ン
ト
に
な
る
よ
う
に
関
係
者
の
皆
さ
ん
に

は
、
引
き
続
き
、
ご
支
援

･
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

写真 6 健康マラソン出発式号砲
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分
急

週
囃
輌
贓
制
臟
⑭
濾
鮑
憧
藁
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

坂
上
係
員

(は
ぁ
･･･。
あ
れ
か
ら
大
野
く
ん
か
ら
連
絡
な
い
ん
だ
け
ど
、

ど
う
い
う
こ
と
か
し
ら
、
ま
っ
た
く
。
本
局
で
の
仕
事
が
忙
し
い
か
ら
っ

て
連
絡
す
る
時
間
く
ら
い
あ
る
で
し
ょ
。)

(あ

っ
、
そ
う
い
え
ば
!
。
)

課
長
、
大
野
く
ん
の
後
任
の
新
人
、
た
し
か
今
日
か
ら
で
し
た
よ
ね
?

渡
邊
課
長

あ
あ
、
そ
う
だ
。
今
日
か
ら
の
は
ず
な
ん
だ
が
、
ま
だ
来
て
な

い
ね
。

新
人

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
!

今
日
か
ら
こ
ち
ら
で
お
世
話
に
な
り
ま

す
栗
本
壮
幸
と
い
い
ま
す
。
す
い
ま
せ
ん
!

道
に
迷

っ
て
し
ま

っ
て
、

遅
く
な
り
ま
し
た
!

渡
邊
課
長
･
坂
上
係
員

(迷
っ
た
“

駅
か
ら
こ
こ
ま
で
迷
う
と
こ
ろ
な

い
と
思
う
け
ど
.!
。
)

渡
邊
課
長

君
が
栗
本
く
ん
だ
ね
。
遅
い
と
思
っ
て
た
ん
だ
が
、
道
に
迷
っ

て
た
の
か
い
。
こ
れ
か
ら
よ
ろ
し
く
。
し
っ
か
り
が
ん
ば

っ
て
く
れ
。

坂
上
係
員

坂
上
と
い
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ね
。
道
に
迷
っ
て
た
の
ね
。
初

日
の
朝
か
ら
お
疲
れ
さ
ま
。

渡
邊
課
長

栗
本
く
ん
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
私
が
鍛
え
上
げ
た
坂
上
さ

ん
に
聞
い
て
、
し
っ
か
り
勉
強
し
て
く
れ
よ
。
期
待
し
て
る
ぞ
。

栗
本
係
員

は
い
-
･
が
ん
ば
り
ま
す
!

坂
上
さ
ん
、
ご
指
導
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
!

坂
上
係
員

わ
か
っ
た
わ
。
一
緒
に
勉
強
し
ま
し
ょ
う
ね
、
栗
本
く
ん
。
さ

っ
そ
く
だ
け
ど
、
占
用
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
か
は
わ
か
る
?

聞
い
た
こ

と
は
あ
る
か
な
。

栗
本
係
員

間
い
た
こ
と
は
あ
る
け
ど
･･･、
道
路
上
に
看
板
を
置
き
た
い
と

き
に
は
占
用
許
可
が
必
要
な
ん
で
す
よ
ね
。

坂
上
係
員

そ
う
ね
。
道
路
に
は
、
看
板
や
電
柱
、
電
線
な
ど
、
道
路
構
造

の
保
全
や
道
路
交
通
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
施
設
以
外
の
も
の
も
見
か

け
る
と
思
う
け
ど
、
そ
れ
ら
を
道
路
に
設
置
す
る
場
合
に
は
占
用
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
。
今
日
は
占
用
制
度
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な



の
か
勉
強
し
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
ま
ず
、
道
路
の
本
来
の
目
的
っ

て
何
か
し
ら
?

栗
本
係
員

車
や
自
転
車
、
歩
行
者
が
自
由
に
通
行
す
る
こ
と
、
で
す
か
?

坂
上
係
員

そ
の
と
お
り
ね
。道
路
法
を
さ
っ
そ
く
開
い
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

道
路
法
の
第
二
条
を
見
て
。
第
二
条
に
は
、
｢
『道
路
』
と
は
、

一
般
交

通
の
用
に
供
す
る
道
｣
と
書
い
て
あ
る
わ

(資
料
1
参
照
)。
道
路
は
道

路
管
理
者
に
よ
っ
て
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
、
そ
の
効
果
と
し
て
一

般
の
自
由
な
通
行
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
道
路
の
本
来
の
目
的
で
、
こ

れ
を

一
般
使
用
と
い
う
わ
。

栗
本
係
員

な
る
ほ
ど
一
般
使
用
で
す
か
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
道
路
の
目
的
は
そ

れ
以
外
も
あ
る
っ
て
こ
と
で
す
か
?

坂
上
係
員

ち
ょ
っ
と
違
う
わ
。
｢目
的
｣
で
は
な
く
て

｢機
能
｣
と
で
も

言
う
べ
き
ね
。
道
路
は
、
最
も
基
本
的
な
交
通
手
段
を
提
供
す
る
も
の
だ

か
ら
、
道
路
を
根
幹
と
し
て
生
活
圏
が
形
成
さ
れ
て
、
公
約
又
は
私
的
な

活
動
が
展
開
さ
れ
る
わ
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
下

水
道
な
ど
の
公
益
事
業
や
、
一
般
の
営
利
事
業
の
活
動
が
こ
こ
に
集
中
す

る
の
は
当
然
で
、
そ
う
な
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
の
に
必

要
な
施
設
を
設
置
す
る
場
所
と
し
て
、
道
路
空
間
を
提
供
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
よ
。
こ
の
よ
う
に
道
路
管
理
者
以
外
の
者
が
工
作
物
を
設
置
し
て
道

路
を
継
続
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
特
別
使
用
っ
て
い
う
の
。
一
般
使
用
が

本
来
機
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
特
別
使
用
は
、
道
路
の
二
次
的
、
副
次
的

機
能
に
な
る
わ
。
そ
こ
で
道
路
管
理
上
重
要
に
な
る
の
が
、
一
般
使
用
と

特
別
使
用
の
調
整
な
の
。
さ
ら
に
は
、
特
別
使
用
相
互
の
調
整
も
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
道
路
占
用
と
い
う
制
度
が
出
て
く
る
わ
け
。
ち
な

み
に
、
道
路
の
特
別
使
用
は
占
用
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
。

栗
本
係
員

な
る
ほ
ど
、
ぼ
く
た
ち
が
担
当
す
る
占
用
と
い
う
の
は
、
道
路

の
特
別
使
用
に
関
す
る
業
務
な
ん
で
す
ね
。

坂
上
係
員

そ
う
な
の
。

渡
邊
課
長

お
っ
、
基
本
か
ら
し
っ
か
り
固
め
て
い
る
ね
。
こ
こ
で
、
占
用

許
可
に
つ
い
て
法
的
な
性
質
を
確
認
し
て
お
こ
う
か
。
占
用
許
可
の
法
的

な
性
質
を
言
う
と
、
占
用
許
可
は
、
道
路
管
理
権
に
基
づ
く
も
の
で
、
使

用
権
の
設
定
行
為
、
諸
学
上
で
は

｢特
許
｣
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。

栗
本
係
員

｢特
許
｣
?

渡
邊
課
長

そ
う
、
通
常
人
が
あ
ら
か
じ
め
も
っ
て
い
な
い
地
位
を
特
別
に

認
め
る
ん
だ
。
道
路
の
本
来
の
目
的
は

｢
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
｣
こ

と
だ
か
ら
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
道
路
法
第
四
条
で
基
本
的
に
私
権

は
制
限
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

(資
料
2
参
照
)
、
さ
っ
き
坂
上
さ
ん
が
言

っ
た
と
お
り
、
そ
れ
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
と

き
に
、
本
来
機
能
を
阻
害
し
な
い
範
囲
で
、
道
路
を
使
用
す
る
地
位
を
特

別
に
認
め
る
ん
だ
。
申
請
を
待
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
の
、
性
質
と
し

て
は
許
可
権
者
に
お
い
て
一
方
的
に
行
う
行
政
処
分
な
ん
だ
よ
。
原
則
と

し
て
は
道
路
管
理
者
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
道
路
管

理
者
の
裁
量
と
い
っ
て
も
す
べ
て
道
路
管
理
者
が
自
由
に
判
断
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
よ
ね
、
坂
上
さ
ん
。
ど
ん
な
場
合
か
な
。

坂
上
係
員

ま
ず
、
義
務
占
用
物
件
と
呼
ば
れ
る
電
線
、
水
管
、
ガ
ス
管
等

の
国
民
生
活
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
一
部
の
公
益
性
の

高
い
物
件
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
三
十
六
条
に
お
い
て
、
特
例
と
し
て

要
件
を
満
た
せ
ば
許
可
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

(資
料
3
参
照
)。

一
方
、
義
務
占
用
物
件
と
そ
れ
以
外
の
物
件
を
含
め
、

法
定
の
要
件
に
適
合
し
な
け
れ
ば
許
可
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
消



極
的
な
拘
束
も
受
け
て
い
ま
す

(資
料
4
参
照
)。
さ
ら
に
、
裁
量
権
を

資
料
2

乱
用
す
る
こ
と
は
当
然
で
き
ま
せ
ん
。

栗
本
係
員

な
る
ほ
ど
、
裁
量
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
無
制
限
と
い
う
わ

道
路
法

け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
占
用
許
可
っ
て
何
か
、
基
本
が
よ
く
わ
か
っ
た

気
が
し
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
坂
上
さ
ん
が
い
て
く
れ
る
の
は
心
強
い
な

あ
。
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
何
で
も
聞
く
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
、
坂
上
さ
ん
。

坂
上
係
員

(調
子
が
い
い
わ
ね
･!
。
大
野
く
ん
と
同
じ
キ
ャ
ラ
じ
ゃ
な

い
。)
も
ち
ろ
ん
勉
強
し
て
も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
教
え
ら
れ

る
範
囲
で
教
え
る
け
ど
、
あ
ん
ま
り
当
て
に
し
す
ぎ
な
い
で
自
分
で
も
勉

強
し
て
ね
。
教
え
る
か
教
え
な
い
か
は
、
私
の
裁
量
し
だ
い
よ
。

(こ
の
号
終
わ
り
)

資
料
l

道
路
法
第
三
十
六
条

水
道
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
)、
工
業
用
水
道
事
業
法

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
)、
下
水
道
法

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七

十
九
号
)、
鉄
道
事
業
法

(昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
)
若
し
く
は
全

国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法

(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
)、
ガ
ス
事
業
法

(昭
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
)、
電
気
事
業
法

(昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

七
十
号
)
又
は
電
気
通
信
事
業
法

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
)
の
規

定
に
基
づ
き
、
水
管

(水
道
事
業
水
道
用
水
供
給
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業

の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)、
下
水
道
管
、
公
衆
の
用
に
供
す
る
鉄
道
、
ガ

ス
管

(ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
事
業
又
は
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
簡
易
ガ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)
又
は
電
柱
、

電
線
若
し
く
は
公
衆
電
話
所

(こ
れ
ら
の
う
ち
、
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
も
の

に
あ
っ
て
は
同
法
第
二
条
第

一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者

(同
項
第

八
号

に
規
定
す
る
特
定
規
模
電
気
事
業
者
を
除
く
。)
が
そ
の
事
業
の
用
に
供

す
る
も
の
に
、
電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
っ
て
は
同
法
第
百
二
十

資
料
3

道
路
法
第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
｣
と
は
、
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
で
次
条

各
号
に
揚
げ
る
も
の
を
い
い
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
、
渡
船
施
設
、
道
路
用
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
等
道
路
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
又
は
工
作
物
及

び
道
路
の
附
属
物
で
当
該
道
路
に
附
属
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
も

の
と
す
る
。

2
~
5

(略
)

道
路
法
第
四
条

道
路
を
構
成
す
る
敷
地
、
支
壁
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
は
、
私
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
所
有
権
を
移
転
し
、
又
は
抵
当
権
を
設
定
し
、

若
し
く
は
移
転
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。



資
料
4

道
路
法
第
三
十
三
条

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
占
用
が
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
っ
て
道
路
の
敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三

項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

次
に
掲
げ
る
工
作
物
又
は
施
設
で
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
の
た
め
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気

通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)
を
道
路
に
設
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
工
事
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、

あ
ら
か
じ
め
当
該
工
事
の
計
画
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
工
事
又

は
政
令
で
定
め
る
軽
易
な
工
事
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
計
画
書
に
基
づ
く
工
事

(前
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
工
事
を
含
む
。)
の
た
め
の
道
路
の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
が
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
第
三
十
二
条
第

一
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハノム

一

前
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施

設
の
う
ち
、
高
速
自
動
車
国
道
又
は
第
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車

専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地

(こ
れ
ら
の
道
路
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
道
路
と

当
該
道
路
以
外
の
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
と
を
連
結
す
る

部
分
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
に
附
属
す
る
道

路
の
区
域
内
の
土
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)
に
設
け
ら

れ
る
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
施
設
で
、
当
該
連

結
路
附
属
地
を
そ
の
合
理
的
な
利
用
の
観
点
か
ら
継
続
し
て
使
用
す
る
に
ふ

さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又

は
施
設
の
う
ち
、
並
木
、
街
灯
そ
の
他
道
路

(高
速
自
動
車
国
道
及
び
第
四

十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。)
の
管
理
上
当
該
道
路
の
区
域
内
に
設
け
る
こ
と
が
必
要
な
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
工
作
物
又
は
施
設
で
、
道
路
交
通
環
境
の
向
上
を
図

る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(平
成
十
年

法
律
第
七
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他

の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
者
が
設
け
る
も
の



〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年
九
月
一
五
日

京
都
地
裁

請
求
棄
却

(原
告
控
訴
)

〔控
訴
審
判
決
〕
平
成
一
八
年
二
月

九
日

大
阪
高
裁

請
求
棄
却

(原
告
上
告
)

〔上
告
審
決
定
〕
平
成
一
人
年
六
月
三
〇
日

最

高

裁

上
告
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

本
件
は
、
都
市
計
画
事
業
に
よ
り
移
転
の
対
象
と
な
っ
た
店
舗
の
経
営
者

が
、
移
転
補
償
料
を
得
る
目
的
で
赤
字
の
店
舗
を
経
営
し
続
け
た
結
果
、
都

市
計
画
事
業
者
か
ら
移
転
補
償
額
の
提
示
が
遅
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
損
害
を

被
っ
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
判
決
で
は
、
用
地

交
渉
の
当
事
者
と
し
て
信
義
則
に
基
づ
き
、
誠
実
に
交
渉
す
る
注
意
義
務
の

存
在
を
示
唆
す
る
な
ど
、
用
地
補
償
事
務
に
お
け
る
参
考
に
な
る
も
の
と
考

え
、
確
定
し
た
控
訴
審
判
決
を
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

一

事
案
の
概
要

本
件
は
、
被
告

(A
市
)
が
事
業
主
体
で
あ
る
都
市
計
画
事
業

(以
下

｢本
件
都
市
計
画
事
業
｣
と
い
う
。)
の
事
業
対
象
地
域
内
に
あ
る
賃
貸
店
舗

に
お
い
て
小
売
店
営
業
を
行
っ
て
い
た
原
告
が
、
被
告
か
ら
の
補
償
金
額
の

提
示
が
遅
れ
、
そ
の
た
め
に
賃
借
権
補
償
金
相
当
の
損
生
星
寸合
計
六
、
五
九

一
万
三
、
四
九
二
円
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
被
告
に
対
し
、
不
法
行
為

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
、
上
記
損
害
の
内
金
二
、
0
0
0
万
円

及
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
一
五
年
六
月
一
日
か
ら
支
払
済
ま
で
民
法
所
定
年

五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
一
審
が
請

求
を
全
て
棄
却
し
た
の
で
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
原
告
が
控
訴
す
る
と
と
も

に
、
控
訴
審
で
請
求
金
額
を
八
五
四
万
八
八
七
円
(内
訳
は
後
記
の
と
お
り
)

に
縮
減
し
た
事
案
で
あ
る
。

店
舗
穆
喩
補
償
額
の
提
不
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る

撹
害
の
有
無
が
争
わ
れ
た
事
例

ー
都
市
計
画
事
業
に
お
け
る
店
舗
移
転
補
償
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直
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ー

前
提
と
な
る
事
実

(争
い
が
な
い
か
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ

エ

事
業
の
現
状

っ
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
事
実
)

本
件
都
市
言

①

本
件
都
市
計
画
事
業

あ
り
、
平
成

一

ア

目
的

る
。

K
本
線
Y
駅
周
辺
は
、
踏
切
の
影
響
等
に
よ
り
交
通
渋
滞
が
著
し

く
、
特
に
競
馬
開
催
日
に
は
飽
和
状
態
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

被
告
、
K
鉄
道
株
式
会
社

(以
下

｢K
｣
と
い
う
。)
及
び
日
本
中

央
競
馬
会
の
三
者
が
協
力
し
て
、
同
駅
を
含
め
た
鉄
道
の
高
架
化
や

緩
衝
側
道
を
整
備
し
、
併
せ
て
被
告
単
独
で
駅
前
広
場
等
の
都
市
施

設
の
整
備
を
行
い
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
と
地
域
住
民
の
利
便
を
図
る

と
と
も
に
、
Y
地
域
の
交
通
拠
点
の
形
成
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

イ

概
要

本
件
都
市
計
画
事
業
は
、
被
告
が
事
業
主
体
と
な
り
、
K
が
鉄
道

施
行
主
体
と
な
っ
て
行
う
、
K
本
線
Y
駅
を
中
心
と
し
た
約

一
･
五

如
間
の
鉄
道
を
高
架
化
す
る
と
と
も
に
、
高
架
化
に
よ
る
環
境
保
全

等
を
図
る
た
め
部
分
的
に
側
道
を
整
備
す
る
K
本
線
Y
駅
付
近
立
体

交
差
化
事
業
及
び
そ
の
関
連
事
業
と
し
て
A
市
単
独
で
行
う
街
路
事

業
に
よ
り
新
Y
駅
の
西
側
に
駅
前
広
場
を
整
備
す
る
事
業
の
二
つ
か

ら
な
り
、
両
事
業
を
併
せ
て

｢K
本
線
Y
駅
周
辺
整
備
事
業
｣
と
い

ハ
ノ
。

ウ

事
業
の
経
緯

本
件
都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
=

年
八
月
に
都
市
計

画
決
定
が
行
わ
れ
、
同
年
一
二
月
に
B
府
知
事
か
ら
事
業
認
可
を
得

て
、
本
格
的
な
事
業
化
に
入
っ
た
。

本
件
都
市
計
画
事
業
に
か
か
る
用
地
取
得
対
象
件
数
は
四
七
件
で

あ
り
、
平
成

一
六
年
三
月
末
現
在
で
そ
の
内
二
六
件
が
完
了
し
て
い

る
。本

件
都
市
計
画
事
業
の
完
成
予
定
時
期
は
、
事
業
化
当
初
は
平
成

一
七
年
度
末
と
さ
れ
て
い
た
が
、
地
上
踏
切
か
ら
東
側
の
用
地
取
得

が
難
航
し
、
当
初
計
画
か
ら
か
な
り
遅
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
完
成

時
期
は
当
初
の
予
定
よ
り
数
年
の
遅
れ
と
な
る
見
込
み
と
な
っ
て
い

る
。

オ

被
告
と
K
と
の
委
託
関
係

被
告
は
、
K
と
の
｢用
地
取
得
事
務
の
委
託
に
関
す
る
協
定
書
｣

に
基
づ
き
、本
件
都
市
計
画
事
業
に
か
か
る
用
地
取
得
事
務
の
う
ち
、

権
利
者
調
査
、
用
地
測
量
、
物
件
調
査
、
補
償
金
の
算
定
、
補
償
金

の
額
の
提
示
、
買
収
交
渉
、
補
償
交
渉
等
を
K
に
委
託
し
、
被
告
は

事
業
説
明
、
K
へ
の
指
導
事
務
等
を
担
当
し
て
い
る
。

②
原
告
は
、
株
式
会
社
M
が
所
有
す
る
建
物

(以
下

｢本
件
建
物
｣
と

い
う
。)
の
一
階
部
分
を
賃
料
月
額

一
八
万
円
で
賃
借
し
、
衣
料
品
店

R　
　

を
経
営
し
て
い
た
が
、
本
件
建
物
の
敷
地
の
一
部
が
本
件
都
市
計
画
事

簡

業
の
事
業
対
象
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
件
建
物
は
、
用
地
買
収
に
よ
り
、

?

移
転
が
必
要
と
な
る
物
件
で
あ
っ
た
o

れ

な
お
･

本
件
建
物

-
階
は
･

原
牛鼠

外
に
も
･

有
限
会
社
C
･

有
限

慣

会
社
D
及
び
E
が
賃
借
し
て
い
た
o

耐

ま
た
･

本
件
建
物
の
敷
地
の
土
地
所
有
者
は
M
1
で
あ
り
、
株
式
会

認

社
M
の
代
表
取
締
役
M
2
の
夫
は
M
1
の
子
で
あ
る
M
3
で
あ
る
が
、

K
と
の
買
収
交
渉
に
あ
た
っ
て
は
、
M
3
が
M
1
及
び
株
式
会
社
M
の

5 2
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　　 交

渉
窓
口
と
な
っ
て
い
た
。

K
と
原
告
と
の
交
渉
等
の
経
過
の
概
要

ア

平
成
=
年
一
二
月
二
〇
日
に
本
件
都
市
計
画
事
業
の
起
工
式
が

行
わ
れ
、平
成
三
一年
か
ら
被
告
の
用
地
買
収
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。

イ

平
成

一
二
年
二
月
二
二
日
、
A
市
に
よ
っ
て
、
｢Y
駅
周
辺
整
備

事
業
に
か
か
る
建
物
調
査
･
準
備
事
業
説
明
会
｣
が
開
催
さ
れ
、
地

権
者
、
店
舗
関
係
者
に
対
し
て
買
収
の
協
力
の
要
請
が
さ
れ
た
。

ウ

平
成
三
一年
三
月
二
一
日
に
初
め
て
原
告
に
対
し
営
業
調
査
が
な

さ
れ
た
。

エ

K
の
担
当
者
は
、
平
成

三
一年
八
月
に
は
じ
め
て
、
原
告
か
ら
K

と
の
交
渉
の
委
任
を
受
け
た
弁
護
士
U

(以
下

｢U
弁
護
士
｣
と
い

う
。)
を
そ
の
事
務
所
に
訪
問
し
、
以
後
、
同
弁
護
士
、
原
告
の
役

員
で
あ
る
T
と
の
交
渉
が
さ
れ
て
き
た
。

オ

平
成

三

年

一
〇
月
二
五
日
、
原
告
は
、
K
の
担
当
者
に
対
し
て
、

原
告
の
希
望
す
る
補
償
金
の
額
と
し
て
五
、九
六
九
万
三
、
四
九
二
円

を
提
示
し
た
o

上
記
補
償
金
の
積
算
内
訳
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
は
、
四
年
間
の

売
上
減
少
に
よ
る
営
業
損
害
額
が
約
三
、七
〇
〇
万
円
、
新
店
舗
開

設
工
事
費
が
約
八
三
八
万
円
、
移
転
費
用
が
約
四
五
〇
万
円
、
五
年

間
の
賃
料
差
額
補
償
金
が
三
九
〇
万
円
、
廃
業
損
害
額
が
三
〇
〇
万

円
等
で
あ
る
。

力

本
件
建
物
周
辺
で
は
買
収
作
業
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
店
舗
の
閉
鎖

が
進
み
、
従
来
の
商
店
街
は
そ
の
姿
を
失
い
、
買
い
物
客
も
見
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
成

一
三
年
こ
ろ
に
は
原
告

の
本
件
建
物
で
の
営
業
は
赤
字
の
状
態
と
な
り
、
原
告
は
、
K
の
担

当
者
に
対
し
て
、
早
く
補
償
金
の
額
の
提
示
を
し
て
欲
し
い
と
求
め

る
と
と
も
に
、
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
資
格
を
保
持
し
て
お
く
意

図
の
下
に
、
同
店
舗
の
賃
貸
借
契
約
を
維
持
し
て
、
そ
の
営
業
を
継

続
し
て
い
た
。

キ

原
告
は
、
質
料
の
支
払
い
が
困
難
な
状
態
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

株
式
会
社
M
に
対
し
、
平
成
一
四
年
二
月
二
五
日
付
内
容
証
明
郵
便

に
よ
り
、
平
成
一
四
年
三
月
分
以
降
の
賃
料
を
月
額
六
万
円
に
減
額

す
る
旨
通
知
し
た
が
、
同
社
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

ク

原
告
は
、
平
成

一
四
年

一
二
月
末
、
店
舗
を
閉
鎖
し
た
。

ケ

K
の
担
当
者
は
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
、
原
告
に
対
し
、
一

六
二
万
八
八
七
円
の
補
償
金
の
額
を
初
め
て
提
示
し
た
。

上
記
補
償
金
の
積
算
内
訳
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
は
、
借
家
人
補

償
金
が
約
八
〇
万
円
、
営
業
休
止
補
償
金
が
約
四
二
万
円
、
建
物
等

移
転
料
が
約
二
五
万
円
、
移
転
雑
費
が
約
一
四
万
円
で
あ
る
。

コ

原
告
は
、
平
成

一
五
年
二
月
、
株
式
会
社
M
に
対
し
て
、
契
約
書

に
よ
る
三
ヵ
月
後
の
平
成
一
五
年
五
月
末
日
を
も
っ
て
賃
貸
借
契
約

解
除
の
通
知
を
し
た
。

の
被
告
に
お
け
る
都
市
計
画
事
業
の
用
地
取
得
事
務
の
概
要
に
つ
い
て

ア

土
地
の
買
収
に
よ
り
建
物
や
動
産
の
移
転
等
が
必
要
と
な
る
場
合

に
は
、
所
有
者
の
協
力
を
得
て
物
件
調
査
を
行
い
、
調
査
結
果
に
基

づ
い
て
移
転
等
に
か
か
る
補
償
金
の
算
定
を
行
う
。

イ

土
地
の
買
収
に
よ
り
建
物
を
賃
借
し
て
い
た
借
家
人
の
賃
借
の
継

続
が
困
難
と
な
る
場
合
に
は
、
他
の
建
物
を
賃
借
す
る
の
に
通
常
必

要
と
な
る
費
用
を
算
定
す
る
。

ウ

建
物
等
の
移
転
に
よ
り
営
業
を
休
ま
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、
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事
業
主
に
営
業
資
料
の
提
出
を
求
め
、
こ
の
資
料
に
基
づ
い
て
営
業

に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

(同
時
契
約
の
原
則
)。

の
一
時
休
止
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
営
業
上
の
損
失
に
対
す
る
補
償
金

し
た
が
っ
て
、
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
の
大

の
算
定
を
行
う
。

て
は
、
①
土
地
所
有
者
か
ら
接
触
す
る
こ
と
、
2

オキ エ

上
記
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
補
償
金
の
算
定
は
、
｢公
共
用
地
の
取
得

に
伴
う
損
失
補
償
基
準
要
綱
｣
(昭
和
三
七
年
六
月
二
九
日
閣
議
決

定
)に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
被
告
の
損
失
補
償
基
準
に
基
づ
い
て
、

被
告
建
設
局
用
地
室
が
行
う

(但
し
、
本
件
都
市
計
画
事
業
の
場
合

は
受
託
者
で
あ
る
K
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。)。

補
償
金
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
土
地
の
価
格
の
比
準
の
方
針
、

建
物
の
移
転
方
法
そ
の
他
補
償
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る

た
め
、
A
市
用
地
事
務
取
扱
規
程

(昭
和
五
八
年
五
月
七
日
訓
令
甲

第
一
一
号
)
第
九
条
に
よ
る
調
書
を
被
告
理
財
局
財
務
部
財
産
監
理

課
に
提
出
し
、
そ
の
審
査
を
受
け
る
。

同
課
の
審
査
を
経
て
、
被
告
建
設
局
用
地
室
で
補
償
金
の
額
を
確

定
し
、土
地
所
有
者
及
び
関
係
権
利
者
に
補
償
金
の
額
を
提
示
し
て
、

買
収
交
渉
及
び
補
償
交
渉
を
行
う

(但
し
、
本
件
都
市
計
画
事
業
の

場
合
は
、
補
償
金
の
額
の
提
示
と
買
収
交
渉
、
補
償
交
渉
は
K
が
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
)
。

な
お
、
事
業
認
可
に
よ
っ
て
事
業
対
象
地
を
土
地
収
用
法
に
基
づ

い
て
強
制
収
容
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
(都
市
計
画
法
第
六
九
条
)

が
、
通
常
は
任
意
買
収
に
よ
る
用
地
取
得
を
進
め
、
事
業
の
最
終
段

階
で
収
容
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

借
地
人
、
借
家
人
等
の
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
、
買
収
す
る
用

地
の
更
地
の
状
態
で
の
引
渡
し
を
実
現
す
る
た
め
、
土
地
所
有
者
と

の
売
買
契
約
と
関
係
権
利
者
と
の
補
償
契
約
と
は
原
則
と
し
て
同
時

し
た
が
っ
て
、
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
の
交
渉
の
順
序
に
つ
い

て
は
、
①
土
地
所
有
者
か
ら
接
触
す
る
こ
と
、
②
関
係
権
利
者
と
の

交
渉
は
、
土
地
所
有
者
の
了
解
を
得
た
後
に
行
う
こ
と
、
と
し
て
い

る
。

ク

借
家
人
が
、
上
記
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
に
は
、
当
該
補
償
契

約
締
結
時
に
借
家
権
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

争
点
及
び
当
事
者
の
主
張

①
被
告
の
原
告
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

(不
法
行
為
責
任
)
の

有
無

(争
点
1
)

ア

被
告
の
注
意
義
務
の
有
無

(原
告
の
主
張
)

原
告
の
賃
借
権
は
本
件
都
市
計
画
事
業
に
よ
っ
て
必
ず
被
告
に
買

収
又
は
収
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
上

拘
束
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
は
、
任
意
買
収
等
の
契
約
締
結
前
で
あ

っ
て
も
、
買
収
す
る
側
の
被
告
は
買
収
さ
れ
る
相
手
方
に
対
し
、
誠

実
か
つ
迅
速
な
手
続
で
処
理
し
、
相
手
方
に
対
し
て
不
当
な
損
害
を

発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
信
義
則
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
。

(被
告
の
主
張
)

否
認
な
い
し
争
う
。

イ

被
告
の
上
記
注
意
義
務
違
反
の
有
無

(原
告
の
主
張
)

被
告
は
、
平
成
三
一年
八
月
末
日
に
は
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の

額
の
提
示
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
償
金
の
額
の
提



示
が
遅
れ
る
こ
と
に
よ
り
原
告
は
意
味
の
な
い
営
業
を
続
け
て
支
払

賃
料
相
当
の
損
害
が
発
生
し
、
ひ
い
て
は
店
舗
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
態
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
又
は
知
り
得

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
提
示
の
日
を
引
き
延
ば
し
、
平
成

一
五
年
二

月
二
一
日
ま
で
補
償
金
の
額
を
提
示
し
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
は
上
記
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
い
え
る
。

(被
告
の
主
張
)

被
告
が
平
成
一
五
年
二
月
二
一
日
ま
で
補
償
金
の
額
を
提
示
し
な

か
っ
た
こ
と
は
認
め
、
そ
の
余
は
否
認
す
る
。

土
地
所
有
権
者
と
の
売
買
契
約
と
関
係
権
利
者
と
の
補
償
契
約
と

は
、
原
則
と
し
て
同
時
に
行
う
と
の
同
時
契
約
の
原
則
及
び
原
告
の

補
償
金
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
提
出
遅
延
を
考
慮
す
れ
ば
、
平
成

一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
の
提
示
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は

い
え
ず
、
ま
た
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
に
補
償
金
の
額
を
提
示

し
た
こ
と
を
も
っ
て
提
示
が
遅
延
し
た
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
に
上
記
注
意
義
務
の
違
反
は
な
い
。

②
原
告
の
被
っ
た
損
害
の
有
無
･金
額
及
び因

果
関
係
の
有
無

(争
点
2
)

ア

賃
借
権
補
償
金
相
当
の
損
害

(原
告
の
主
張
)

被
告
は
、
平
成
一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
赤
字
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
賃
料
を
支
払
っ
て
い
た
が
、賃
料
の
支
払
い
が
困
難
と
な
り
、

平
成
一
四
年
三
一月
末
日
に
店
舗
を
閉
鎖
し
、
平
成
一
五
年
五
月
末

日
を
も
っ
て
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
た
の
で
、
賃
借
権
補
償
金
を
受

翳

領
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
賃
借
権
補

償
金
±
仝

万
八
八
七
円
相
当
の
損
害
を
被
っ
た
o

僻

(被
告
の
主
張
)

第

原
告
が
、
赤
字
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
賃
料
を
支
払
っ
て
い
た

-ナ

が
、
賃
料
の
支
払
い
が
困
難
に
な
り
、
平
成

一
四
年

一
二
月
末
日
に

"

店
舗
を
閉
鎖
し
、
平
成
五

年
五
月
末
日
を
も
っ
て
賃
貸
借
契
約
を

蹄

解
除
し
た
こ
と
は
不
知
、
そ
の
余
は
否
認
す
る
。

舛　

原
告
は
、
被
告
が
提
示
し
た
前
記
補
償
額
が
低
額
に
す
ぎ
る
と
し

満

て
、
補
償
契
約
の
締
結
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
賃
貸
借
契
約
を
解

除
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
上
記
補
償
額
を
取
得
で
き
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
に
責
任
は
な
い
。

イ

賃
料
相
当
の
損
害

(原
告
の
主
張
)

被
告
は
、
平
成
一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
賃
借
権
補
償
金
の
支
払

を
受
け
る
の
に
必
要
な
賃
借
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
平
成
一
二
年

九
月
分
か
ら
平
成
一
五
年
五
月
分
ま
で
、
上
記
店
舗
の
賃
料

容
口計

五
九
四
万
円
)
を
支
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
本
件
に
お
い

て
そ
の
内
金
五
九
二
万
円
を
損
害
と
し
て
請
求
す
る
。

(被
告
の
主
張
)

原
告
が
上
記
賃
料
合
計
五
九
四
万
円
を
支
払
っ
た
こ
と
は
不
知
、

そ
の
余
は
否
認
す
る
。

原
告
は
支
払
っ
た
賃
料
に
つ
い
て
店
舗
の
使
用
と
い
う
対
価
を
得



て
お
り
、
損
害
は
発
生
し
て
な
い
。

ま
た
、
赤
字
で
あ
り
な
が
ら
賃
料
を
支
払
い
続
け
る
の
は
原
告
の

選
択
で
あ
る
。

ウ

慰
謝
料

(原
告
)

被
告
は
、
平
成
一
二
年
八
月
末
日
に
は
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
、
こ
の
間
、
店
舗
を
い
つ

ま
で
維
持
す
る
か
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
、
ま
た
、
結
果
的
に
無

駄
な
賃
料
の
支
払
い
を
続
け
さ
せ
ら
れ
、
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
。

そ
の
慰
謝
料
と
し
て
は
一
〇
〇
万
円
を
下
ら
な
い
。

(被
告
)

否
認
す
る
。

二

争
点
に
対
す
る
判
断

1

当
裁
判
所
も
、
原
告
の
本
件
請
求
を
棄
却
す
べ
き
も
の
と
判
断
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

2

争
点
1
に
つ
い
て

①
被
告
の
注
意
義
務
の
有
無

ア

こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
告
は
、
前
提
と
し
て
、
本
件
都
市
計
画
事

業
が
認
可
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
主
体
で
あ
る
被
告
と
、
同

事
業
が
収
用
対
象
と
し
て
い
る
土
地
を
敷
地
と
す
る
建
物
の
賃
借
人

で
あ
る
原
告
と
は
、事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係
に
あ
る
と
す
る
の
で
、

検
討
す
る
。

原
告
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
本
件
建
物
の
存
す
る
敷
地
の
一
部
は

本
件
都
市
計
画
事
業
の
事
業
対
象
地
と
な
っ
て
い
た
(
一ー
ー
ー
②
)

か
ら
、
同
敷
地
の
全
部
又
は
当
該

一
部
が
買
収
対
象
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、買
収
対
象
の
土
地
上
に
あ
る
建
物
の
賃
借
人
に
お
い
て
、

補
償
契
約
が
成
立
す
る
ま
で

(本
件
都
市
計
画
事
業
の
場
合
、
土
地

収
用
法
に
よ
る
収
用
手
続
は
と
ら
れ
て
い
な
い
が
、
収
用
手
続
が
と

ら
れ
て
い
る
場
合
は
収
用
裁
決
の
あ
る
ま
で
)、
賃
貸
借
を
継
続
す

る
か
、
あ
る
い
は
退
去
す
る
か
は
賃
借
人
の
自
由
で
あ
り
、
賃
借
し

て
い
る
建
物
の
敷
地
が
買
収
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
将

来
、
敷
地
が
収
用
さ
れ
る
と
、
同
土
地
上
の
建
物
の
賃
借
人
が
賃
借

権
を
失
う
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
つ
い
て
、
賃
借

人
が
、
当
該
賃
借
権
の
処
分
等
に
関
し
て
、
本
件
都
市
計
画
事
業
に

よ
っ
て
何
も
拘
束
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い

て
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係
が
生
じ
た
と

は
い
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
本
件
の
よ
う
な
都
市
計
画
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合

(大
規
模
商
業
施
設
の
進
出
等
の
よ
う
な
民
間
事
業
者
に
よ
る
開
発

5〔X〕

事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。)、
事
業
の
進
捗
に
伴
っ

の　　

て
、
同
事
業
の
対
象
地

一
帯
に
様
々
な
影
響
が
生
じ
て
、
商
業
的
環

-

境
が
変
化
し
始
め
、
商
店
等
の
営
業
成
績
が
悪
化
す
る
場
合
も
あ
り

ナ

得
る
こ
と

で
あ
る
o

こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
･

補
償
金

(民
間
事

憾

業
者
に
よ
る
開
発
事
業
の
場
合
の
立
退
料
に
相
当
す
る
o)

を
得
る

禰

ま
で
賃
料
を
支
払
っ
て
も
賃
貸
借
を
継
続
し
た
方
が
有
利
で
あ
る

群

か
、
退
去
し
た
方
が
有
利
で
あ
る
か
は
、
買
収
対
象
地
上
の
建
物
を

賃
借
し
て
営
業
し
て
い
る
者
に
お
い
て
、
自
己
責
任
に
基
づ
き
、
経
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営
上
の
判
断
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
者
と
事
業
者

と
の
間
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
た
関
係

が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
原
告
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
。

イ

し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
の
担
当
者
又
は
被
告
か
ら
買

収
交
渉
、
補
償
交
渉
及
び
補
償
金
の
額
の
提
示
の
事
務
を
受
託
し
て

い
た
K
の
担
当
者

(以
下

｢
K
担
当
者
ら
｣
と
い
う
。)
は
、
平
成

三

一年
八
月
以
降
、
T
、
U
弁
護
士
と
の
間
で
、
原
告
に
対
す
る
補

償
金
の
額
が
い
っ
提
示
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
交
渉
を
行
っ
て
き
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
告
と
被
告
は
、
こ
の
よ
う
な
交
渉
の
当
事
者
と

し
て
、
信
義
則
上
、
誠
実
に
交
渉
す
る
注
意
義
務

(以
下

｢本
件
注

意
義
務
｣
と
い
う
。)
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
K
担
当
者

ら
に
お
い
て
、
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
を
不
当
に
引
き

延
ば
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
原
告
の
地
位
を
不
安
定

に
し
、
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
本
件
注
意
義

務
に
違
反
す
る
と
い
え
る
。

②
被
告
の
本
件
注
意
義
務
違
反
の
有
無

ア

こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
告
は
、
平
成

一
二
年
八
月
末
日
に
は
原
告

に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

被
告
は
、
そ
の
提
示
の
日
を
引
き
延
ば
し
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一

日
ま
で
提
示
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
、
検
討
す
る
。

イ

ーー
-
-
③
エ
、
書
証
、
及
び
T
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
平
成

一
二

年
八
月
こ
ろ
か
ら
、
T
、
U
弁
護
士
と
K
担
当
者
ら
と
の
間
で
、
補

償
金
の
額
の
提
示
の
時
期
に
つ
い
て
交
渉
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
て
お

り
、
そ
の
際
、
K
担
当
者
ら
か
ら
、
数
回
に
わ
た
っ
て
、
補
償
金
の

額
の
提
示
が
可
能
と
な
る
お
お
よ
そ
の
時
期
を
示
し
た
こ
と
、
し
か

し
、
そ
の
時
期
が
次
々
と
先
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
結

果
的
に
、
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
ま
で
に
は
相
当
の
長

期
間
を
要
し
た
と
は
い
え
る
。

ウ

し
か
し
、
K
担
当
者
ら
が
示
し
た
時
期
は
、
①
原
告
が
補
償
金
の

額
の
算
定
に
必
要
な
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
及
び
②
本
件
建
物
の
敷

地
の
所
有
者
で
あ
る
M
1
及
び
本
件
建
物
の
所
有
者
で
あ
る
株
式
会

社
M

(双
方
の
交
渉
窓
口
は
M
3
)
と
の
交
渉
が
順
調
に
進
む
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
①
、
②
と
の
関
係
で
、
原
告
に
対
す
る
補
償

金
の
額
の
提
示
が
平
成

三

一年
八
月
末
日
に
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の

提
示
の
時
期
が
不
当
に
引
き
延
ば
さ
れ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

の
上
記
①
と
の
関
係

原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
算
定
の
た
め
に
は
、確
定
申
告
書
写
、

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
等
の
資
料
が
必
要
で
あ
る

(
一ー
ー

ー
④
ウ
、
書
証
)
が
、
平
成

一
二
年
三
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
K

担
当
者
ら
に
よ
る
原
告
へ
の
営
業
調
査
の
際
の
資
料
提
出
要
請
に

対
し
、
原
告
か
ら
は
同
年
八
月
末
日
ま
で
は
資
料
が
全
く
提
出
さ

れ
て
お
ら
ず
、
K
担
当
者
ら
の
再
三
の
提
出
依
頼
に
よ
り
、
平
成

一
三
年
六
月
二
五
日
、
同
年

一
〇
月
三
日
、
平
成

一
四
年
六
月
一

一
日
及
び
同
月
一
三
日
に
順
次
提
出
さ
れ
、
最
終
的
に
す
べ
て
の

資
料
が
提
出
さ
れ
た
の
は
平
成

一
四
年

一
〇
月

一
七
日
で
あ
る

(書
証
)。
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そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
K
が
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の

協
力
を
得
て
補
償
金
を
算
定
す
る

(
--
1
ー
①
オ
、
同
④
エ
、

証
人
)
の
で
あ
る
が
、
補
償
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
被
告
理

財
局
財
務
部
財
産
監
理
課
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(
一ー
ー
ー
④
オ
)
か
ら
、
同
課
の
審
査
を
経
て
、
被
告
建
設
局

用
地
室
で
補
償
金
の
額
を
確
定
し

(
--
1
-
④
オ
)
、
こ
の
よ

う
に
確
定
さ
れ
た
補
償
金
の
額
を
K
が
提
示
し
、
補
償
交
渉
を
す

る
こ
と
に
な
る

(
一ー
1
ー
①
オ
、
同
④
力
)。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
補
償
金
の
額
の
確
定
に
要
す
る
手
続
か

ら
み
て
、
原
告
が
す
べ
て
の
資
料
を
提
出
し
て
か
ら
補
償
金
の
額

の
提
示
ま
で
に
は
相
当
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら

れ
る
。

そ
し
て
、
上
記
の
諸
手
続
を
経
て
、
K
担
当
者
ら
が
原
告
に
対

し
て
補
償
金
の
額
を
提
示
し
た
の
は
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日

(
--
1
-
①
ケ
)
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

の
上
記
②
と
の
関
係

次
に
、
被
告
に
お
い
て
は
、
買
収
す
る
用
地
に
借
地
人
、
借
家

人
等
の
関
係
権
利
者
が
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
買
収
す
る
用
地

の
更
地
の
状
態
で
の
引
渡
し
を
実
現
す
る
た
め
、
土
地
所
有
者
と

の
売
買
契
約
と
関
係
権
利
者
と
の
補
償
契
約
と
は
原
則
と
し
て
同

時
に
行
う
こ
と
と
し

(な
お
、
書
証
に
よ
れ
ば
、
公
共
用
地
買
収

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
同
時
契
約
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
、
被

告
独
自
の
や
り
方
で
は
な
く
、
広
く

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。)、
関
係
権
利
者
と
の
交
渉
は
、
土

地
所
有
者
の
了
解
を
得
た
後
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

(
--
1

-
④
キ
)
が
こ
の
よ
う
な
方
法
が
不
合
理
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
交
渉
手
順
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
K
担
当
者
ら
は
、

交
渉
の
当
初
か
ら
、
T
、
U
弁
護
士
に
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る

釜
曰証
)。

そ
し
て
、
本
件
の
場
合
、
土
地
所
有
者
及
び
建
物
所
有
者
の
交

渉
窓
口
で
あ
る
M
3
は
原
告
ら
本
件
建
物
の
賃
借
人
に
対
し
て
補

償
金
の
額
を
提
示
す
る
こ
と
を
な
か
な
か
了
解
せ
ず
、
平
成

一
四

年

一
二
月
一
六
日
に
了
解
が
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

(書
証
)。

⑨
以
上
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
一年
八
月
末
日
に
は
K
担
当
者
ら
が

原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

と
は
い
え
な
い
･?
え
、
K
担
当
者
ら
が
T
、
U
弁
護
士
に
示
し
た

補
償
金
の
額
を
提
示
で
き
る
時
期
が
先
に
延
び
、
原
告
に
対
す
る

補
償
金
の
額
が
提
示
さ
れ
た
の
が
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
に
な

り
、
結
果
的
に
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
ま
で
に
相
当

の
長
期
間
を
要
し
た
の
は
、
上
記
の
、
の
の
事
情
に
よ
る
も
の
と

認
め
ら
れ
、
K
担
当
者
ら
が
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示

を
不
当
に
引
き
延
ば
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い

(な
お
、
書
証
に

よ
れ
ば
、
K
担
当
者
ら
は
、
T
、
U
弁
護
士
に
対
し
、
M
3
と
の

交
渉
経
過
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
二
。

ま
た
、
原
告
の
資
料
提
出
が
完
了
し
た
の
が
平
成

一
四
年

一
〇

月

一
七
日
で
あ
り
、
M
3
が
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示

を
了
解
し
た
の
が
同
年

一
二
月
一
六
日
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
の
提
示
が
不
当
に
遅
れ
た
も
の
と

は
い
え
な
い

(な
お
、
提
示
は
平
成

一
五
年
二
月
二
一
日
に
な
っ

た
が
、
平
成
一
六
年
三

月
一
日
付
原
告
準
備
書
面
及
び
書
証
に
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よ
れ
ば
、
平
成

一
五
年

一
月

一
七
日
に
K
担
当
者
ら
が
U
弁
護
士

に
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提
示
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
当

日
は
T
が
同
席
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
同
弁
護
士
の
要
請
で
同

年
二
月
二

一
日
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
)
。

エ

以
上
に
よ
れ
ば
、
平
成

三
一年
八
月
末
日
に
は
K
担
当
者
ら
が
原

告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
う
え
、
K
担
当
者
ら
が
原
告
に
対
す
る
補
償
金
の
額
の
提

示
を
不
当
に
引
き
延
ば
し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
に
本
件
注
意

義
務
違
反
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
他
に
、
被
告
の
本
件
注
意
義
務

違
反
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

3

以
上
論
じ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
請
求
は
、
そ
の
余
の
点
に
つ

い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
理
由
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
以

下
に
お
い
て
｢赤
字
店
舗
の
賃
料
支
払
及
び
賃
借
権
補
償
金
の
喪
失
に
関

す
る
原
告
の
主
張
に
つ
い
て
｣
な
お
補
足
し
て
説
明
す
る
。

商
人
が
、
そ
の
営
業
の
た
め
に
使
用
す
る
店
舗
を
賃
借
し
た
場
合
、
そ

の
賃
料
は
同
店
舗
の
営
業
利
益
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
経
費
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
同
店
舗
の
営
業
が
赤
字
状
態
と
な
っ
た
場
合
で
も
、

当
該
商
人
が
店
舗
の
賃
料
を
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
人
に
、
賃
料
の

負
担
を
要
求
で
き
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、
原
告
は
、
月
額

一
人
万
円
の
賃
料
で
前
記
店
舗
を
賃

借
し
て
衣
料
品
販
売
店
の
営
業
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
件
都
市
計
画
事

業
の
進
捗
に
伴
っ
て
、
原
告
の
店
舗
周
辺
の
商
業
的
環
境
に
影
響
が
生
じ

て
、
そ
の
営
業
成
績
が
悪
化
し
、
赤
字
状
態
と
な
っ
た
が

(こ
の
よ
う
な

事
態
を
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
に
責
任
が
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料

は
な
い
。
)
、
原
告
は
被
告
か
ら
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
意
図
で
、
同

店
舗
で
の
営
業
を
継
続
し
た
こ
と
は
、
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

原
告
が
、
上
記
意
図
で
質
料
を
支
払
っ
た
こ
と

(原
告
の
自
認
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。)
は
、
営
業
成
績
と
賃
料
と
の
上
下
関
係
と
は
別
の
事
情

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
記
関
係
自
体
が
変
わ
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い

(営
業
成
績
が
黒
字
の
場
合
を
み
れ
ば
、
既
払
賃
料
は
営
業
利
益
で

ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
に
転
嫁
で
き
る
は
ず
が
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
)
。

以
上
に
よ
る
と
、
原
告
が
主
張
す
る
賃
料
の
支
払
は
、
上
記
店
舗
の
営

業
上
生
じ
た
費
用
で
あ
っ
て
、
被
告
が
本
件
都
市
計
画
事
業
を
遂
行
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
原
告
が
主
張
す
る
賃
借
権
補
償
金
の
喪
失
に
つ
い
て
も
、
原
告

が
同
補
償
金
の
支
払
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
原
告
が
提
示
額
に

不
満
を
持
ち
、
補
償
金
契
約
を
す
る
こ
と
な
く
上
記
賃
貸
借
契
約
を
解
除

し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記

喪
失
の
理
由
は
、
原
告
が
補
償
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
か

ら
、
被
告
の
行
為
に
よ
っ
て
、
原
告
が
賃
借
権
補
償
金
を
取
得
で
き
な
く

な

っ
た
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
原
告
は
、
被
告
が
原
告
の
財
産
権
を
侵
害
し
た
と
主
張
す
る
が
、

本
件
都
市
計
画
事
業
に
関
す
る
原
告
と
被
告
と
の
関
係
は
、
前
記
の
と
お

り
で
あ
る
か
ら
、
被
告
が
原
告
の
財
産
権
を
侵
害
し
た
と
は
い
え
ず
、
し

た
が
っ
て
、
原
告
の
上
記
主
張
は
理
由
が
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
判
決
は
相
当
で
あ
り
、
本
件
控
訴
は
理
由
が
な
く

棄
却
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。
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